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はじめに （小委員会設置の目的と提言の視点） 

 拡大が見込まれるアジア地域等におけるインフラ整備に、わが国の企業と政府が一体となって

乗り出す必要があるとの観点から、平成 22 年 3 月、(社)土木学会建設マネジメント委員会は「イ

ンフラチームジャパンを世界へ〜Think Globally, Act Locally〜」を提言した。この提言において、

「マネジメントシステム」の再構築という戦略のもと、今後のわが国の社会資本整備と建設技術

の発展のために、改めて諸外国の制度も参考にしつつ、社会資本整備のための新たな事業手法、

良質なインフラを整備・管理するための効率的な建設生産システムを構築することが一層重要に

なっていることが認識された。 

 そこで、平成 22 年度より建設マネジメント委員会のもとに公共事業改革プロジェクト特別小委

員会を設け、わが国の公共事業執行システムの改革案を提示することとした。本提言は、10 回に

わたる熱心な討議を経てとりまとめたものである。本提言が、建設分野に関係する機関等の施策

に参考とされ、わが国の諸制度の抜本改革に役立つことを期待するとともに、わが国の建設技術

と建設産業の発展、そしてそれらの海外展開の促進に寄与することを祈念する。 
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1. 公共調達制度を取り巻く環境 

(1) 背 景1) 

平成5年に発覚したゼネコン汚職の一大スキャンダルがきっかけとなって約90年ぶりの入札

契約制度の大改革として、平成 6 年度から WTO 政府調達協定適用基準額相当以上の工事に一

般競争入札が導入された。昭和 52 年独占禁止法改正以降この 30 数年の間に談合行為に対する

取締りは大幅に強化されてきており、平成 6 年以降も入札談合が公正取引委員会にたびたび摘

発された。特に、平成 16 年 10 月の立ち入り検査にはじまった鋼鉄製橋梁工事の談合事件、防

衛施設庁発注工事に関わる官製談合などは社会的に大きな問題となった。ここ数年の間に発生

した官製談合を含む数々のスキャンダルは、これまでわが国に長く維持されていた市場構造に

大きな転換を迫ることとなり、平成 17 年 12 月には大手ゼネコン 4 社が「談合決別宣言」を行

った。しかし、その直後の 1 月下旬に名古屋市発注の市営地下鉄工事をめぐる大手ゼネコンに

よる談合事件が発覚し、世間の逆風は一層強まった。平成 18 年は、国発注の大型工事でも予定

価格の 50%を下回るような極端な低入札が多発し、公共工事市場は一気に過当競争の様相を呈

した。 

平成 17 年 4 月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（以下「公共工事品確法」という。）が

施行されたのを受けて、一般競争入札の適用拡大と併せて総合評価落札方式の導入が進んだが、著

しい低価格の入札が頻発し工事の品質に対する懸念が高まった。その後ダンピング対策が強化され、

特に平成18年12月に導入された施工体制確認型の総合評価落札方式の導入により異常な低入札は

減少した。しかし、公共工事の市場規模そのものが大幅に縮小傾向にあることもあり、過当競争が生じ

やすい環境にあることに変わりはない。一方で、大都市圏を中心に一般土木工事や維持修繕工事を

中心に応札する者がいない「不調」や応札する者が存在しても応札価格がすべて予定価格を上回る

「不落」の発生がみられる。 

わが国の入札契約制度は、西洋諸国にならって明治 22 年に制定された会計法（以下「明治会計

法」という。）によりその枠組みが定められた。その後、欧米をはじめ諸外国においては社会情勢の変

化に応じて多様な公共調達制度の整備が進められた。わが国においても、近年、総合評価落札方式

の導入などさまざまな取り組みが進められたが、契約後に仕事に着手する工事に関する調達方式を、

契約時に目的物の品質を確認し得る物品の購入と同様の扱いとしている明治以来の入札契約制度の

基本的枠組みは変わっておらず、多くの問題が顕在化してきている。特に、次に示すような公共事業を

取り巻くさまざまな環境変化に対して、公共事業執行システムが適切に対応しきれなくなってきている。

東日本大震災のような巨大災害に対する復興等を迅速・的確に進めるうえでも、質の高い効率的な公

共事業調達が重要である。 

 

（財政の逼迫） 

環境変化の第一として、人口減少時代を迎え、税収の減少に加え、社会福祉のための支出増

により、国家財政は逼迫の度を増しており、公共事業に振り向ける予算は年々削減を強いられ

ている。このような財政の厳しい状況は今後も続くものと予想されることから、民間資金の活

用を含めた財源確保が大きな課題である。また、厳しい競争環境が続くと考えられることから、

過当競争による工事の品質低下、優良な建設業者の衰退等が懸念される。 
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（構造物の老朽化による維持管理のウェイトの増大） 

第二に、国・地方のいずれにおいても、社会資本ストックの増加と全体としての老朽化の進

行により、公共施設の維持管理に要する費用は確実に増大するものであり、効率よく質の高い

維持管理を行うための調達方式が求められる。 

 

（依然として防災対策、高速交通網等のインフラ新設のニーズ） 

第三に、わが国のインフラ整備は相当程度進められたものの、防災面では近い将来発生が予

想される大規模地震に対する備えは十分でないうえ、地球温暖化に伴う水害の激化等に対する

備えも立ち遅れている。また、都市部における渋滞緩和のための環状高速道路網の整備や、地

方部における高速道路網の形成、新幹線の整備、港湾・空港の機能強化など、交通基盤の整備

も依然として強く求められている。 

 

（海外における大規模インフラ整備の需要増大） 

第四に、海外における大規模インフラ整備の需要は増大しており、わが国の技術力の活躍の

場は海外において拡大が見込まれる。欧米先進国や中国、韓国等に対して遅れをとらずにわが

国の建設技術の国際競争力を確保することが緊急の課題である。 

 

以上のことから、わが国の事業方式、調達方式、さらには事業マネジメント方式や技術基準

類を含む公共事業の執行システムをさらに世界に誇れるものに進化させることによって、さま

ざまなニーズに対応する財源確保策と事業手法を用意し、効率良く質の高いインフラ整備や施

設の維持管理を行うための調達方式を整備することが求められる。 

 

(2) 公共事業執行システムの今後の方向性 

(a) 民間の資金・経営能力・技術力の活用 

公共事業を実施するための財源が逼迫している現状では、必要なインフラ整備・管理を進

めていくためには、可能な限り民間の資金・経営能力・技術力を生かすことが重要である。

欧米では、既に DBFO 等の PPP 方式の導入が拡大している。必要なインフラ整備・管理の

ために目的物に応じて財源確保を含め最も適した事業方式・調達方式を選択できることが重

要であり、わが国においても、民間の資金・経営能力・技術力の活用を容易にする制度と体

制の整備が求められる。 

 

(b) 効率的予算執行 

わが国が有する優れた技術力を生かしながら限られた財源により質の高いインフラ整備を

進めるためには、従来の発注者の積算による予定価格を上限とし価格重視で受注者を決める

「価格至上主義」ではなく、価格は市場が決めるとの観点で「総合的に最も経済的に優れた

調達」すなわち "Best Value for Money" となる調達が望まれる。品質を確保しつつ、事業の

計画から設計、施工そして維持管理を含めライフサイクルコストを最小化する事業マネジメ



 

3 
 

ントを行うにあたり、目的物に応じて最適な入札契約方式を選択できる制度と体制の整備が

求められる。 

 

(c) 戦略的維持管理・更新 

維持管理・更新が必要な社会資本ストックの増大に対応して、既存ストックの活用戦略と

それに必要な維持管理費を確保する戦略を立案し、広く合意形成を図る。また、国、地方、

その他すべての公共施設管理主体において、アセットマネジメントによる計画的維持管理の

導入を進める。また、民間の技術を活用し、良質な維持管理を効率的に実施し得る調達方式

を選択できる制度と体制の整備が求められる。 

 

(d) 建設技術の海外展開 

アジアを中心とする旺盛なインフラ需要に応えるため、官民連携してパッケージとしての

インフラ整備を展開するなど、戦略的海外展開を推進する。このため、国、地方、独立行政

法人等が建設コンサルタント、建設会社等と一体となって海外展開し得るような制度づく

り・体制づくりを進める。また、わが国の技術力を生かして、海外の現地に適合した技術基

準づくりに貢献するなどにより、事業の企画・立案段階からの参画を進める。 
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2. 公共事業執行システムの将来像 

(1) 本提言で取り上げる「事業」、「調達」の範囲 

公共事業における一般的な「事業」の範囲は、始まりは新規事業採択時、つまり事業予算が

箇所付けされた時点であり、終わりはモノが完成した時点（維持管理が始まる時点、道路の場

合は供用する時点）となっている。また、より広義な「事業」の捉え方として、以下の事業フ

ローに示すとおり、事業着手前に実施する事業化に向けた各種調査・計画及び供用後の維持管

理を含めて、「事業」と捉えることもできる。 

本提言は、事業の実施を前提とした中で調達をはじめとする公共事業の進め方に関するもの

であることから、本提言における「事業」の始まりは現行の事業と同様に新規事業採択時とす

るが、終わりは維持管理が始まる時点でなく、施設の更新が必要となる時点を指すこととす

る。 

本提言における「調達」とは、事業の実施にあたり、その一部について、建設コンサルタン

ト、建設会社等を対象として入札手続等を経て契約の相手方を選定の上、契約してから納品す

るまでの行為を指す。 

これらの「事業」、「調達」を道路事業の例で図化すると以下の通りとなる。 

 

⑨測量

⑧地質
調査

⑪
用地測
量・登
記委託

⑭積算補助 等

⑰点検
業務 等

③
道路網
・路線
計画

⑤PI・地元説明支援業務

⑫
埋蔵

文化財
調査

⑮ＣＭ業務

⑱維持工事

⑬
詳細
設計

①

交通需
要予測
調査等

④
空中
写真
測量

⑥
環境
影響
調査

⑩
予備
設計

⑥
概略
設計

⑯工事

⑯アセット
マネジメント

調達

事業
フロー

本提言における
「事業」の範囲

②

整備効果
検討・基
礎調査等

 

図 1 道路事業の事業フロー及び調達のイメージ 

参考：国土交通省ホームページ 

 

事業方式、入札方式、契約方式などの方法論から事業マネジメントの概念を整理する。「事
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業マネジメント」は前述の「事業」に関するマネジメント、つまり計画の段階を過ぎて事業に

着手する（新規事業採択）時点から管理運営の責任が消滅する施設廃棄までの範囲におけるマ

ネジメントを指す。その事業マネジメントの執行方法として「事業方式」という概念がある。 

「事業方式」は、事業実施箇所や事業プロセスの区切り方及び区分ごとの事業主体及びその

責任を決定することを含む。事業主体の責任の内容として、計画水準、管理運営水準、サービ

ス内容、施設性能を明示することが含まれる。事業方式を決定する段階で、予算措置／資金調

達計画、供用予定や施設廃棄（抜本的更新）などのスケジュールの設定及び必要な体制・専門

能力・技術力の確保方策も検討される。必要な体制・専門能力・技術力の確保にあたっては、

プロジェクトマネージャーを置くか否かといった検討も必要となる。  

「事業方式」の決定結果を踏まえて、区分ごとに「調達方式」の検討及び決定が行われる。

具体的には当該調達の契約相手に求める要件や評価基準の設定等の「入札方式」、及び当該調

達の具体的な実施事項の設定等の「契約方式」の２つの要素から構成される。 

これらの一連の方法論の検討及び決定にあたり、法律・制度、予算、現場条件、関係事業・

工事、関係者の利害等、様々な要因が影響をもたらすのが、事業マネジメントの特徴である。 

 

②事業全体の
方法論に関する

検討・決定

③個々の調達の
方法論に関する

検討・実施

入札方式

契約方式

当該調達の実施主体に求
める要件

評価基準の設定

当該調達における具体的な
実施事項の設定

【方法論の検討・決定に
相互影響する要因】

法律・制度
予算
人員

専門能力、技術力
現場条件
関連事業・工事の影響
天候・災害
政治・地元の利害

関係機関の利害
社会・経済状況

等

事業方式

事業実施箇所や事業プロセスの区切り方
区分ごとの事業主体の決定及びその責任

概略的な予算措置／資金調達計画の作成
スケジュール（供用、廃棄）の作成
必要な体制・専門能力・技術力の確保方策

①事業化
（新規事業採択、

予算化）

相互影響

入札方式、契約
方式等に反映

相互影響

相互影響

調達方式

 

図 2 方法論に着目した事業マネジメントの概念図（道路事業を想定） 

 

(2) 基本的な考え方 

事業プロセスの各段階を通じて複数の調達を行うことになるのが、現行の公共事業の執行の

特徴である。事業を進めていくにあたり、コスト・時間・品質の目標をトータルで事業全体に

おいて達成するために最適な資源配分及び目標達成状況を確認するためのPDCAサイクルなど、

「事業マネジメント」の概念の導入と共に、個別の調達についても最適な資源配分やリスクマ

ネジメントによる価値の高い公共調達の実現を基本的な考え方として事業執行を進めていく必
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要がある。よって、これからの公共事業の執行システムを提言するにあたり、 

Ⅰ 事業マネジメントの概念の導入 

Ⅱ 価値（ＶＦＭ）の高い公共調達の実現 

の２点を基本的な考え方とする。 

 

Ⅰ 事業マネジメントの概念の導入 

公共事業の執行プロセスにおいて、調査・計画段階では、事業実施の必要性や内容の概略検

討とともに、適切な事業方式・契約方式について検討することが重要である。また、事業実施

過程においても、事業に関するレビューをし、必要に応じて適宜見直しを行うことも必要であ

る。 

このためには、わが国の公共事業執行プロセスにおいても、従来の事業評価に加えて、公共

事業執行プロセス全体として最適な事業方式及び契約方式を検討する手法の構築が必要であ

る。 

また、実施する事業方式・契約方式が決定された後も、適正なコストで良質なモノを適切な

期間で完成することを目標に、予算、時間及び品質のマネジメントをしていくことは重要であ

る。一方で、公共事業の当初段階で、将来の予算執行・実施期間を完全に把握することができ

ないため、当初の目標通りに予算執行・時間管理ができないリスクが内在する。 

発注者側において、プロジェクトマネジメントの観点から、このような複数年のプロジェク

トの全期間にわたり発生が予見できるリスクを合理的にマネジメントできるよう、わが国の予

算制度にリスクの概念を取り入れることも有効である。例えば、あらかじめ複数年度にわたる

予算総額を担保できる仕組みを含めて、年度予算の制約にとらわれずにリスクを含めて事業を

マネジメントする仕組みを構築する方法が考えられる。このようなマネジメント方式を導入す

る上で、会計法、財政法等の法改正の検討が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 公共事業マネジメントの３大要素 

 

 

公共事業マネジメントの３大要素

計画

②時間（期間）

①予算
（コスト）

リスク
事業着手

事業完了

③品質
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Ⅱ 価値（ＶＦＭ）の高い公共調達の実現 

＜民間の資金・経営能力・技術力の活用＞ 

従来の公共事業は、一部有料道路など受益者負担制度を活用して整備した事業を除いて、主

に税金を財源として事業を進めてきたところであるが、今後、効率的かつ効果的な社会資本整

備や経済の活性化を図るために、民間の資金、経営能力及び技術力を活用することも選択肢と

して考えられる。 

また、官民の適切な役割及び責任の分担の下に、公共施設等の建設、維持管理、運営やこれ

らの企画に関する事業の実施を民間事業者に行わせることが適切なものについてはできる限り

民間事業者にゆだねる。 

 

＜事業の目的に応じて適切な調達方式を選択可能とする法整備＞ 

国民や受益者にとって価値の高い公共事業やサービスを提供するにあたり、当該事業の特徴、

環境を勘案して、もっとも適切な調達区分や調達方法が何かを検討をした上でそれを実現する

ことが求められる。現行法令は、交渉手続きを認めず予定価格の上限拘束を設けており、経済

的に最も有利な調達をするのに必ずしも適切でない。目的物に応じて適切な調達方式を選択で

きるよう調達制度の法整備が求められる。 

 

＜品質確保のための技術競争の重視＞ 

価値の高い調達を行うにあたり、工事や建設コンサルタント業務の品質確保を図ることが重

要である。建設コンサルタント業務は技術力に基づき調達することを基本とし、工事調達は、

発注者の品質要求を明確にした上で、技術競争の促進や品質確保・向上のインセンティブ強化、

技術者制度の拡充による技術者責任の明確化を図る。 

 

＜高い価値を実現するための発注者・受注者の技術力の確保＞ 

公共工事においては、工事目的物が所要の仕様・性能を満足するものとして引渡されること

が不可欠である。公共工事における品質確保のみならず、最も価値ある調達の実現を目指す観

点から、「造る」立場の受注者と「買う」立場の発注者が互いの役割を明確に認識しつつ相互

補完的に各々の責務をより確実に果たせるよう、発注者・受注者双方の技術力を確保すること

が求められる。 

 

(3) 事業の目的に応じた調達方式の選択 

事業プロセスの中で、調達方式を適切に選定することは重要であり、事業の調査・計画の段

階からどのような方式を適用するのがよいかを考えることが望ましい。工事の発注段階で考え

るのでは遅すぎる。①対象とする工事（事業）の目的や特徴、②発注者の体制と保有する技術

力、③想定される受注者の体制と技術力、④その他の配慮すべき事項等を考慮し、事業の目標

を達成するのに適した調達方式を選定する必要がある。 

契約の形態としては、現在、PFI (BOT, BTO, BOO 等)、設計・施工一括発注方式、マネジ

メント技術活用方式、調査・設計業務委託、工事請負契約、現場技術業務委託等が使われてい
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る。それぞれ契約の範囲やリスク（責任）分担が異なる。それぞれの得失を理解したうえで契

約形態を選ぶ必要があるとともに、個々の契約は、事業の目的、特徴を考慮し、発注者と受注

者の合意のもとで個々に決めるべきものである。ここでも、過去の契約事例から学び、これを

将来に活かすためのしくみが重要である。まず、これまでの多様な入札契約方式の導入による

効果を検証する必要がある。コスト、時間（工程）、品質のそれぞれの視点から、結果を分析

することが重要である。個々の事業（工事）の特性を考慮し、どのような条件の場合に、その

効果が見られるかを明らかにしていく必要がある。 

 

表 1 各契約戦略の長所および短所のまとめ 

■ － 適合する    □ － 適合しない 

注；この表は、一つの手引きにすぎない。一般に契約の適合性は、ここに示されるほど割り切れるものではない。

英国の CUP Guidance Note 36 “Contract Strategy Selection for Major Projects”, June 1992 を参考に作成 

 

事業マネジメントにおいては、発注者が調達の目的に応じて最適な調達方式を選択できるこ

とが重要である。発注者が事業の特性に応じて複数の調達方式から最適と思われる方式を決定

するためには、各方式を適用した場合の調達結果を予測（事前評価）する必要がある。調達方

式の適用結果は、事業規模、技術特性、現場条件等対象事業の特性に加え、受発注者の体制・

技術力等様々な要因によって異なるため、事前評価は調達方式の適用結果（アウトプット）と

結果に影響すると思われる各種の要因（インプット）を何らかの手法で関連づけ、事前に把握

できる情報（インプット）から適用結果（アウトプット）を予測するものであり、インプット

とアウトプットを関連づける手法（事前評価手法）の確立が求められる。設計・施工一括発注

方式を例にとると、同方式の導入が進んでいる国においては、同方式と従来方式（設計施工分

離）により実施された工事に関するインプット項目、アウトプット項目についての実績データ

プロジェクトの目的 
 プロジェクトの目的に合った 

契約戦略の適合性 

パラメーター 目  的 Traditional Design 
&Build 

Construction 
Management PFI 

工 期 早期完成 □ ■ □ ■ 

 資金調達を任せたい □ □ □ ■ 

コスト 建設開始前の価格の確定度 ■ ■ □ □ 

 維持管理コストの低減 □ □ □ ■ 

品 質 設計及び施工の高品質化 ■ ■ ■ ■ 

変 動 多額なコスト変動の回避 ■ □ ■ □ 

複 雑 先進的、あるいは高度に複雑な建設 □ ■ □ □ 

責 任 プロジェクト執行のための１つの契約関係 □ ■ □ ■ 

リスク回避 すべてのリスクを移転したいという欲求 □ □ □ ■ 

建設能力 
発注者に利益をもたらす経済的施工法の施

工者による導入 
□ ■ ■ □ 
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から統計的手法により相関関係を求め、今後実施する予定の工事のインプット項目のデータを

入力し注目するアウトプット項目の結果を推定する手法の研究が報告されている。2）3）調達方

式の導入初期にはデータ数が少なく統計的手法を用いることは困難であり、発注者が調達方式

を選択する際に用いる当面の判断基準を作成するとともに、適切な事前評価を行うために、適

用結果を評価し評価情報の蓄積を図ることが重要である。 

 

(4) 事業方式のレビュー 

事業全体のマネジメントにあたり、最適な調達手法などを決定して、事業を進めていく中で、

事業全体の進捗状況や期待される価値の達成状況を適切にモニタリングすることは、当初の検

討や計画通りに価値が発現しているか確認する上で重要である。道路行政マネジメントをはじ

めとして、発注者において施策全体の達成状況等のモニタリングを行っている取組みがあるも

のの、個別の事業の進捗・サービス提供の状況を確認するモニタリング手法が十分には確立さ

れていない。 

『英国の予算は、1960年代より国・地方・国有企業を含めた公共部門全体を 3年から 5年程

度の中期支出計画（Public Expenditure Survey）等をもとに運用してきたが、ブレア政権では

これを中期の新たな戦略的な予算フレームである「Spending Review」（歳出レビュー：以下

「SR」）としてリニューアルした。「SR」は、3 ヶ年度にわたる政府および各省庁の戦略目標

とその財源を表した政府内部の予算であり、従来の単年度の議決を要する議定費歳出予算

（Appropriation Act：予算法）とは別に作成される予算フレームである。「SR」の内容は、①

向こう 3 ヶ年度の歳出計画、②各省庁が歳出計画で達成する目標を公約した「公共サービス協

約」、③「公共サービス協約」の具体的な内容である「サービス供給協約」から構成されてい

る。また、「歳出計画」は、3 ヶ年度にわたる「省庁別歳出限度」（Departmental Expenditure 

Limits：DEL）と社会保障関係費や利払い費などの単年度の「単年度管理歳出」（Annually 

Managed Expenditure：AME）よりなり、これらは発生主義会計に基づいて経理されてい

る。「SR」の特徴は、3 ヶ年度にわたる省庁別の戦略目標について政府と協約を結んで資源（発

生）ベースで予算を配分するものであり、目標の達成状況を検証する評価制度を組み込んだ政

府内部の管理予算であり、まさにパブリックマネジメントの実践として予算が運用されている

点にある。』4) 

英国の「SR」のように、事業実施過程において定期的に事業に関するモニタリング及びレビ

ューを行い、必要に応じて事業方式・契約方式の適切な見直しを行うなど、実効性、客観性の

高いモニタリングシステムを構築することが有効である。 

 

(5) 事業単位での予算・時間のマネジメント 

建設事業プロジェクトは、用地補償の難航、地元や関係機関協議、現場条件の相違、災害、

資材価格の変動など様々な要因により事業開始時に予定した予算や期間どおりに進行すること

は稀である。これまでは事業プロセスで顕在化したリスクにより事業予算の超過や事業完了の

遅延を生じても、「当初には予見できなかった」と説明することが多かった。その結果、計画

的・効率的な社会資本整備に支障となるとともに、公共事業に対する批判を招く原因のひとつ
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になった。事業予算及び事業期間は、事業目的の達成や費用対効果等の観点から当該事業の価

値を定める基本的な要素であり、これらが変動（特に増加）すれば事業を実施する効果が減退

するおそれもある。リスクを「予見できない」として見込まないのではなく、当初からリスク

を想定しこれを織り込んだ事業マネジメントを行う必要がある。 

会計法においては、厳格な上限拘束のある予定価格制度が規定されているが、建設工事の特

性から現場条件の不確実性に伴う契約変更が不可避であるため、個々の工事の当初契約額を予

定価格で制限しても予算管理上はあまり意味がない。社会資本整備の費用管理で重要なのは所

定の効果が発揮される事業単位であるため、予算管理を事業単位で行うことが重要である。予

算管理を事業単位にすることにより、費用と効果の関係が明確になりアカウンタビリティーが

向上する効果も期待される。 

 

(a) 事業単位の予算・時間マネジメントの手順 

事業単位で予算・時間を管理し、その中で公共事業に不可避なリスク概念を織り込んだ具

体的なマネジメントの手順の例を示す。 

プロジェクトの着手前に事業の全体予算の見積もり（用地補償費、調査、設計、工事の委

託・請負費に加え、発注者側の人件費や事務費等も含む）を行う。この時点では、現場条件

の調査や地元等との調整が十分に行われていないため、概略の費用見積りとなる。従来は、

不測の事態等を見込まずに事業費を算定することが一般的であったが、公共土木事業の特性

として、現場条件の相違等による費用増加は避けられないため、一定の予備費を見込むもの

とする。 

この見積りを基に、費用対効果分析等による事前評価を行い実施の可否を判断する。 

事業全体のパフォーマンスを高めるように全体予算を有効に管理する。（例えば、クリテ

ィカルパスとなる工事や高品質が求められる工事には民間企業の技術提案を活かし少々費用

が高くてもVFMの観点からベストな調達となるようにする） 

事業の途中段階で進捗状況、予算の執行状況等についてチェックし、公表する。 

予算管理の目標は、予備費も含めた全体予算内で事業を完成することであるが、事業が進

めば現場条件等の不確実性が低下するため、残事業に必要な予備費の額を減額し全体予算の

縮減を図る。 

事業途中で予備費を使い切った（残事業の見積りが残予算を上回る）場合には、改めて事

業評価を行うとともに、状況により、事業内容の見直し等の措置を決定する。 

事業完了後に事業全体としての評価を行う。適用した調達方式の効果や課題については、

今後の事業に活かすため評価情報として蓄積するとともに、広く情報共有できる仕組みを別

途構築する。 

 

(b) 予定価格制度（上限拘束）の見直し 

予算管理を工事単位でなく事業単位で行う場合は、個々の工事の発注価格を予定価格によ

って上限を制限する意味はあまりない。また、現行の予定価格制度には下表に示すような弊

害がある。今後、予定価格の厳格な上限拘束を廃止する方向で検討すべきである。 
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予定価格制度の見直しにより、民間企業の技術提案を求める調達方式においては、予定価

格に制約されないため優れた企業の参加や技術の提案が期待でき、社会資本の質の向上が期

待される。発注者においては予定価格作成のための費用、労力を事業マネジメントに集中で

きることになる。 

一方、予定価格には「標準的な価格」として入札価格の妥当性を判断する基準としての機

能があるため、予定価格の上限拘束を廃止するためには、これに替わり適正な価格による契

約が担保され、発注者としての説明責任を果たすための仕組みを構築する必要がある。積算

士（専門資格者）による価格審査、オープンブック方式の導入等について今後検討するもの

とする。 

このような仕組みが構築されるまでの間は、事業マネジメントにおいて発注者が予定価格

を作成することが困難な調達方式を選択する場合に会計法による上限拘束を適用しなくても

よい措置を導入することが考えられる。 

 

表 2 予定価格制度（上限拘束性）の弊害 

A) 官による積算の限界 

 単価、歩掛、間接経費等については費用と労力をかけて調査を行い決めているが、

千差万別の現場条件を積算に完璧に反映させるのは不可能であり、施工を行わない

発注者の積算と応札者の見積もりとが乖離することがあるのは当然である 

 不落不調やその反対に応札者が集中するなど、企業にとって利益の出る工事と出な

い工事があり、官による積算の限界を示している 

 結果的に不落不調となった場合には再発注のための負荷に加え、社会資本整備の遅

れによる社会的損失も生じうる 

 官積算では受注者の能力に依存する次の要素を見込むのは困難である 

ａ）工事に必ず付きまとう不確実性に伴う変更リスク 

ｂ）関係機関・地元・発注者対応、技術的課題等に対応するマネジメント費用 

 設計施工一括発注方式など、民間企業の技術力を活用するために新たな調達方式の

導入が図られているが、設計が確定しない段階での発注であり、現行の予定価格制

度及び官側の積算手法では対応が困難である 

 

B) 発注者の負荷 

 上限拘束性のために、違算等のミスが許されず、精度の高い積算が発注者に要求さ

れるため、限られたマンパワーの中で積算作業に注力せざるを得ない 

 単価・歩掛等の改定など積算基準類のメンテナンスに多大な費用と労力を要する 

 積算基準が整っていないもの（新工法の歩掛等）の採用を回避するなどの発注者の

消極的姿勢により革新的な技術が採用されにくい 
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C) 適正な価格競争の阻害 

 予定価格（又は調査基準価格）のある程度の推定は可能であるため、自社積算を真

面目に行わなくても応札は可能であり、自社の経営資源を基本とした適正な競争を

阻害するおそれがある 

D) 入札参加者の負荷 

 入札参加者は入札参加の是非や入札価格を決定するために自社積算のほかに官積算

を行うことが一般的であり結果的に作業量が多くなる 

 特に、最近は調査基準価格を当てることに傾注しているが、本当に意味ある労力の

かけ方とはなっていない 

 

(6) 事業目的に応じた調達方式の選定 

(a) 工事調達5) 

工事の調達は、物品の購入と異なり、単品受注生産であり、契約時点において目的物が存

在しない。このため、物品等のように市場における評価がなされておらず、完成後に長期に

わたって供用する間に機能などが評価され得るものである。また、工場等でなく、現地で生

産を行うため、品質管理にも特別の工夫が必要となる。さらに、不可視部分が多く、不良が

あっても発見が困難である。完成後に不良が判明した場合でも、取り替えることが極めて困

難である。 

特に、公共施設の建設の場合は、公的機関によって公的な資金を主な財源として整備する

ものであり、不特定多数の国民が長期にわたり利用するものである。また、一般に施設の規

模が大きく、工事段階及び完成後において、周辺環境への影響が大きい場合が多い。このた

め、工事期間中はいうまでもなく、完成後も含めて長期間にわたる品質確保が必要となる。

さらに、災害に対応して復旧・復旧の工事を行う場合を含め、公共工事については、迅速性

が公共の利益の観点から極めて重要な場合がある。 

公共工事の調達は、このような特性を有していることから、「公正さを確保しつつ良質な

モノを低廉な価格でタイムリーに調達し提供する」という発注者責任の観点から、物品購入

等とは異なる適切な調達方式を選択し得るよう制度を整備しておく必要がある。 

しかし、わが国の入札契約制度の枠組みを定めている会計法令等は、買い入れと売り払い

を基本的に同じ取り扱いとして予定価格による制限のもとに公告して価格競争を行うことを

原則としており、交渉手続きを定めていない。また、物品、サービス、工事等の目的物によ

らず同じ扱いとしており、多様な調達方式を選択できる仕組みとなっていない。明治以来枠

組みの変わっていないわが国の入札契約制度を根本的に見直して、調達の目的に応じて適切

な入札契約方式を選択できる制度を構築する必要がある。 

公共工事の入札契約における企業評価のプロセスとしては、建設業許可に始まり、経営事

項審査や各発注者による2年ごとの競争参加資格の審査、さらには工事ごとの競争参加資格

の確認、そして総合評価落札方式における技術審査がある。企業評価のプロセスの中で実施

される個々の評価方式は、それぞれが導入された時代や社会の要請が異なったものであり、

これらが順次追加、個々に改定を繰り返し、現在のプロセス全体ができあがっていると理解
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される。 

従来、入札契約方式は指名競争入札が中心であったが、現在は総合評価落札方式を用いる

一般競争入札へと転換が進んでいる。現在の企業評価方式は、指名競争を前提に整備されて

きた仕組みであるため、今となっては見直すべき点が多い。また、工事実績等のデータベー

ス化が進み、工事ごとの競争参加資格の確認が容易になってきているので、従来よりも詳細

な工事実績データを用いて企業を評価することが可能となってきた。 

指名競争入札方式を適用する場合に、対象工事の規模に適合する等級の業者の中から本支

店の所在等を勘案して、指名業者を選定していた。しかし、総合評価落札方式を用いる一般

競争では、入札参加者から工事ごとの競争参加資格確認で工事履行に十分な経営力と技術力

をきっちりと評価できるのであれば、従来の格付けを厳格に運用する必要はないといえる。

ただし、地域振興の観点や地域の防災力維持の観点から地元企業の保護・育成を考える場合

は、工事規模による企業規模の割り当てをある程度考慮することが必要と思われる。 

公共工事の施工能力を確保する観点からは、工事ごとの技術審査の充実や総合評価落札方

式の適切な運用を進める必要があると考えられる。当面は、急激な企業評価方式の変更によ

る弊害が生じないよう、段階的に改善策を講じることが必要である。 

公共工事品確法が平成17年4月に施行されてからは、国を中心に総合評価落札方式の導入

拡大が進んでいるが、地方公共団体においては総合評価落札方式の導入が十分に進んでいな

いこと、ほぼ100%導入された国の入札においても価格に頼る傾向（調査基準価格に張り付

く）があり、技術競争が十分でなく、結果的には技術力による受注者選択があまり実現され

ていない。この背景には、一般競争入札の原則、予定価格の上限拘束、交渉方式を認めない

といった会計法の問題点がある。公共工事品確法の精神が自治体まで浸透していないこと、

公共工事品確法が会計法の特別法として位置づけられていないことなどが要因として考えら

れる。また、発注者側技術者が主観的判断を避けて、部外に説明が容易な客観的要素に頼り

すぎる傾向、すなわち「公正さ」を重視し過ぎるあまり「品質確保」を軽視する傾向がある。 

解決方策としては、会計法の特別法として公共事業調達法を制定し、公共工事の調達につ

いては、価格は市場が決めるものとの世界一般の考え方に習い、予定価格の制限を見直し、

交渉方式を導入するとともに、売り払いとは異なる取り扱いとして、目的物に応じてさまざ

まな入札契約方式を用意して、良質なモノを低廉な価格で調達し得るよう最も適切な入札契

約方式を選択できる制度とする必要がある。 

その場合、透明性の確保などにより正しい「公正さ」を確保する必要がある。大手ゼネコ

ン、中小ゼネコン、専門工事業等それぞれに発注者が期待する技術力は異なる。求める技術

力（マネジメント力、設計力、新技術、施工の確実性）、人材・設備の保有等を評価できる

調達方式を多様化すること、企業の技術力強化のインセンティブを向上させることも求めら

れる。あわせて、企業・技術者の実績のみならず成績・評価のデータベースの拡充とその活

用の拡大が必要となる。 
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(b) 建設コンサルタント等の調達 

(i) 国内の現状認識 

日本の建設コンサルタントは、社会資本整備に関する企画立案時の評価検討、調査計画、

基本設計、詳細設計、施工管理、維持管理等、正に上流から下流までに亘って当初は発注

者のお手伝いとして近年は支援者あるいはパートナーとして、その役割ならびに活動の場

を拡げ今や必要不可欠な存在にまで成長してきた。 

この間、建設コンサルタントの選定方法は、従来の指名競争入札とプロポーザル方式に

加え平成18年5月に建設コンサルタント業務等に関し財務省との包括協議が整ったのを機

に、品質と価格を併せて評価・選定する総合評価落札方式の適用が拡大してきている。一

方、公共事業停滞による市場の縮小、総合評価落札方式における価格評価の影響による、

受注のための低価格入札の常態化が、各社の利益率圧迫、将来に向けての成長意欲の阻害、

技術力の低下など将来の社会資本整備の一翼を担うべき建設コンサルタントは厳しい局面

に立っている。 

改めて社会資本整備における建設コンサルタントの重要性、役割の見直し、社会・国民

の負託に応えられる仕組み及び国際市場における日本の建設コンサルタントの在り方も睨

んだ再構築が望まれる。 

 

(ii) 建設コンサルタント選定のための FIDIC ガイドライン6) 

発展途上国における国際調達等に広く利用されている FIDIC におけるコンサルタント

の調達方法は以下のとおりとなっている。 

1) 建設コンサルタント選定の重要性の認識 

① 建設コンサルタントの選定は発注者にとって重要な決定の一つである。 

② 最近の国際開発銀行の経験豊かな高官たちの言葉の紹介 

「発注者は建設コンサルタント選定の重要性およびプロジェクトのあらゆる品質へ

及ぼす影響についてもっと気づくべきである」 

「プロジェクト費用の１％にも満たない建設コンサルタント費用を削減することは、

そこから生じるかもしれないリスクの大きさを考慮すれば価値のないことである」 

2) FIDIC が推奨する建設コンサルタントの選定方法 

① 選定過程では品質を何よりも優先すべきである。 

② 建設コンサルタントに支払われる報酬はプロジェクトの LCC(Life Cycle Cost)の

極くわずかであるが、プロジェクトの成功に向けて建設コンサルタント選定は重

要な鍵となる。 

③ 似かよった特質を持った国内建設コンサルタント間の競争となる国内資金による

プロジェクトの場合は、QBS (Quality Based Selection)方式を推奨する。 

④ 特に、難しいプロジェクト、失敗した場合のリスクが大きいと予想されるプロジ

ェクトなどに対しては、QBS 方式を唯一の方式として推奨する。 
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3) 建設コンサルタントの選定方法 

a) QBS に基づく選定 

i) 建設コンサルタントの評価基準 

QBS に則った場合、発注者は建設コンサルタントを選定するにあたり、候補

会社の専門的能力・経験、管理能力、活用可能な人材、専門的独立性、報酬体系

の妥当性、専門家としての公正性、職務に対する誠実さ、品質管理マネジメント

システムを評価基準とする。 

ii) 発注者の準備 

発注者は、建設コンサルタントサービスに対する予算とともに特記仕様書（TOR：

Terms of Reference）を準備する。 

iii) 建設コンサルタントの準備 

建設コンサルタントは、技術プロポーザルと一緒に、通常、別の封筒に封入さ

れた価格プロポーザルを提出する。 

iv) 建設コンサルタントの選定と交渉 

技術プロポーザルの評価スコアが最も高かった会社は、TOR の詳細の変更に

ついて、契約時に適用されるものとして双方合意した上で、適切なコンサルティ

ング報酬額に関して交渉するよう要請される。技術プロポーザルと一緒に報酬の

詳細についても提出が要請されていた場合は、それらを交渉の基礎として活用す

る。建設コンサルタント報酬は、契約上の基本原則や法律上の必要要件、工程、

支払い条件、関連主体間での適切なリスク配分を考慮した上で、提供されるサー

ビス内容を反映するものとする。 

最上位に順位付けられた会社との間で、合意に至らなかった場合、そことの交

渉を停止し、２位に順位付けられた建設コンサルタントとの交渉を開始する。そ

れでも合意に至らなかった場合、以下同様に合意に至るまで、プロポーザル評価

結果順位の順に、建設コンサルタントと交渉を行っていく。 

b) QBS 以外の選定方法の紹介 

i) 品質と価格に基づく選定方式(QCBS: Quality and Cost Based Selection) 

技術と価格の配点は委託業務の種類によって決定されるが、その価格配点は通常

の業務で 0～10%、簡易な業務についても 20%を超えないことを推奨している。 

ii) 目標予算方式 

戦略調査、フィージビリティ調査、運輸調査、現地踏査など、予め成果を特定

したり定量化するのが困難な業務で、予算の上限が決まっている場合に採用され

る。 

iii) 価格交渉方式 

技術力から建設コンサルタントをショートリストし価格の交渉(値引き)を行うも

の。（FIDIC はこの方式を推奨していない。） 

iv) 最低価格選定方式 

この方式は、非常に規模が小さく簡単で、業務範囲を明確に特定できるものに限
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定。この方式は、発注者は重大なリスクを負うことになり、長期的には当該国建設

コンサルタント業界を衰退、弱体化させ国益を損なうことになる。（FIDIC はこの

方式を推奨していない。） 

v) 随意契約方式 

 当該国の政策や法律で認められている場合に採用される方式である。旨く活用す

れば便益性の高いもので、FIDIC でもその有用性を認めている。 

4) その他の事項 

その他の課題として特に建設コンサルタントの能力開発に資するために、FIDIC では

発注者に対して以下に示すような規定を選定段階において可能な限りの取り込みを推奨

している。 

a. 民間セクターで競争力を持って活動している建設コンサルタントの参画 

b. 細分化されたプロジェクトへの参画ではなく、プロジェクト全体の中でサービス

を提供できる機会の創出、会社または共同体の雇用、適切な範囲での技術移転(官

から民へ) 

 

(iii) 他国の事例7),8) 

1) 米国 

・ 連邦政府と地方政府で異なる法令・規則に基づいた公共調達 

・ ブルックス法（1972 年制定）により、連邦政府が建築家やエンジニアと設計契約

を行う際には、能力と資質に基づき事業者を選定した上で適切な価格で契約 

・ ブルックス法のポリシーは「連邦政府は建築・エンジニアリングサービスに関する

要件をすべて公告し、建築・エンジニアリングサービスの契約に当たっては、応募

者が提示した所要のサービスに対する能力と資格を基準に、公正で的確な価格で交

渉されるものとする。」 

・ 公募型あるいは指名型 QBS 方式＋契約交渉が原則 

・ QBS の一般的手続きは、「入札公示・資格審査書類の提出要請」に次いで、「複数候

補企業の選定」、「複数候補企業との面接」で順位を決め、「第 1 位企業と契約事項

の協議と価格交渉」により、合意に達すると「契約締結」へ進む。合意に達しない

ときは「第 2位の企業と同じこと」を行う。 

2) EU 諸国の共通ルール 

・ EU 加盟諸国は、各国の国内法に優先して、EU 加盟国間で取り決められた EU 指

令に従わなければならず、国内法を EU 指令に合わせて整備しなければならない義

務を負っている。 

・ 入札手続き上、特に重視されているのは、域内部差別による競争の促進であり、発

注国以外の EU 加盟国の業者を差別的に扱うことは禁止されている。 

・ 以下に EU 加盟国のうちドイツ、フランス、イギリスの建設コンサルタント選定方

法の概要を示す。 
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表 3 EU 加盟国における建設コンサルタント選定方法の比較 

 ドイツ フランス イギリス 

関連法 VOF(役務請負規則） 

HOAI（報酬規則） 

HOAI の原型は 1871/78 作

成 

公共契約法典 公共役務契約規定 

調達ガイダンス 

前者は EC 指令を施工する

ため財務省作成 

選定方法 原則公募型 

事前審査、プロポと見積り

提出、インタビュー、評価、

決定 

技術と価格の評価は同時 

AHOは価格ポイントを０～

５％と提案 

原則プロポ（アペルドフ

ル）方式で技術及び価格要

素を評価、５社以上選定

し、評価委員会による評価

技術と価格の評価は同時

に実施 

委員会の合議で評価、非公

開 

公示→事前審査による参

加企業選定→２封筒方式

（技術提案と価格提案）に

よる入札 

道路庁では、過去業務の実

績評価を勘案の上、入札参

加企業を決定 

 

3) 世界銀行やアジア開発銀行の海外プロジェクト 

・ 仕様の特定が困難な場合、品質・サービスの質が最重要視される場合、大きく異な

る方法で実施可能な場合においてプロポーザル方式を採用、これに該当しない場合

は主として総合評価方式を採用。 

・ 総合評価方式における価格ウェイトは 20%が基本。 

・ 最近では、総合評価方式の採用が増加しているが、品質の低下も含めてその問題点

も指摘されており、銀行幹部からはプロポーザル方式の拡大が望まれている。 

4) JICA 有償案件、無償案件  

・ ODA 受入国の発注は、プロポーザル方式や総合評価方式を主として採用。 

・ JICA 発注となる技術協力案件においては、プロポーザル方式が基本。技術評価が

僅差（最上位者との技術評価の点差が 2.5％以内（推定））の場合には、価格も合わ

せて評価。 

 

(iv) 建設コンサルタント選定方式の提案 

FIDIC 序文にも謳われているように、建設コンサルタント成果の良し悪しがプロジェク

トのあらゆる品質あるいはリスクに多大な影響があることを十分認識し、建設コンサルタ

ント選定は、プロジェクト・業務特性に最も適切な技術力評価に基づいて厳正に実施され

なければならない。  

従って、建設コンサルタントの選定は原則 QBS (プロポーザル方式等)を基本とし、

QCBS(総合評価方式等)を採用する場合においても、技術点と価格点の配分(わが国では現

在価格点の比率が 50～30%と大きい)の見直しを行う必要がある。例えば、業務内容別に価

格要素ウェイトを示した「Laubscher の QCBS/QBS グラフ」等を参考とし、より技術（品

質）重視の競争が行われる仕組みとする必要である。 
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また、今回の東日本大震災復興対策のような火急の対応が求められる業務等においては、

建設コンサルタントが行政機関と協働して公共インフラ整備・事業計画、基本・詳細設計、

工事管理などで培ってきた実績、ノウハウを活かした、フレームワーク(業務内容と概略業

務量、コンサルタントフィーを決める)方式のような効率的な調達が可能となる随意契約が

有望な方式と考えられる。 

 

 

図 4 Laubscher の QCBS/QBS グラフ 

出典：コンサルタント選定のための FIDIC ガイドライン 

 

以下に建設コンサルタント選定に関しての具体的提案を整理して示す。 

1) プロポーザル方式・総合評価落札方式の適切な運用・改善 

・ 原則、建設コンサルタント業務の QBS に基づいたプロポーザル方式による発注 

・ 総合評価落札方式の場合でも業務難易度等に応じた技術点重視（価格点比率は最大

でも 20％程度まで）への移行と共に技術評価方法の改善（技術点に差がつく技術

評価方法へ） 

・ <Laubscher の QCBS/QBS グラフ>のような定量的指標の作成 

2) 随意契約の効率的活用 

・ 実績/信頼/継続性を基とした契約方式(単一業務方式、フレームワーク方式) 

3) 低価格入札防止対策の運用強化 

・ 低価格入札者失格制度の導入 

・ 調査基準価格（最低制限価格）の引き上げ 

・ 価格については２封筒方式、交渉方式を規定 

4) その他 

日本の建設コンサルタントが欧米に比べ遅れているのは、プロジェクト全体をマネジ

メントする能力である。今後の海外展開を睨んでこのようなサービスを提供できる能力

開発、適切な範囲での技術移転(官から民へ)等が可能となる仕組み、機会の創出が必要で
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ある。 

 

(7) 技術基準体系の見直し 

わが国は山地部が多い、沖積平野に大都市がある、地震や洪水の発生頻度が高いなどの厳し

い自然条件等を克服しつつ世界に冠たる社会資本を整備してきた。旺盛な社会資本整備のニー

ズに応えるため、必要な技術が開発され、開発した技術の活用、普及を促すために技術基準等

が整備され、技術的蓄積が進み、技術者や建設産業が育ってきた。 

近年になって国内の新規建設事業は減り、社会的ニーズは徐々に既存施設の維持更新に転換

してきた。一方、海外、特にアジア地域では新規の社会資本整備が急速に進む時代になってい

る。 

上述のような状況の中、国内市場に依存するだけでは、世界に冠たる技術は継承されず、技

術者も存在意義を喪失する恐れがある。この状況から脱するには、わが国の技術の蓄積をこれ

からの世界の社会資本整備に役立たせる視点での改革を行うことが必要となっている。 

このような背景も踏まえて、今後の技術基準類のあり方を考えるにあたり、海外勤務経験者等

に、海外で使用されている技術基準、わが国の技術や技術基準の優位性等についてアンケートを

行った。アンケート結果を要約すると以下の３点に集約できる。9)10) 

① 日本の技術も技術基準類も、世界の技術基準類に遜色はなく、より優れた技術やアジア

地域の気候風土に適した技術もある。また、依然として国内では揺るぎない技術の規範

である。 

② しかし、アジア地域の技術基準類の多くは欧米由来の技術基準類が広く使用されている

実態にあり、わが国の技術基準類が使用されるのは部分的である。 

③ よって、世界の考え方を踏まえての技術基準類に改訂することが必要性である。 

 

アジア地域の多くの技術基準類は、欧米由来であり、わが国の技術基準類が使用されるのは

限定的である。その原因は、欧米各国との技術基準体系の違いにあると考える。すなわち、わ

が国の設計の基準は、性能規定化、限界状態設計法、信頼性設計法の思想の導入が不十分であ

る点、並びにわが国では用途別の技術基準体系の独立性が強すぎる点で、欧米の基準体系と異

なっている。また、わが国の技術基準類は、思想・体系・要求性能の明快さ、一貫性等十分で

ないとされ、その結果として、新興国での使用性や汎用性に劣っていると評されている。 

実態として仕様規定が主流であり、適合性評価の仕組みも構築されていないことは、新しい

技術を生みだすことの制約ともなっている。諸外国との技術基準の相違点を解消し、適合性評

価の仕組みを構築することが重要である。そして、若い技術者が世界の常識を理解し、世界の

市場と対話しつつ責任を持って自由に発想することで技術を磨き、技術力を向上する環境を構

築することが肝要である。 

一方、国内的には新規の建設プロジェクトは減少するものの、蓄積してきた社会資本を維持

更新し補修補強する分野においては、技術的な課題解消の重要性がさらに高まっている。また、

その成果として培われた維持更新の分野は、世界市場をリードできる分野でもある。このほか、

ICT（Information and Communication Technology; 情報通信技術）を活用した社会資本整備
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もわが国の課題を解決するとともに世界市場への貢献が期待できる分野である。このような分

野に技術開発及び技術基準類の整備の重点投資をすることが重要である。 

上述のような課題を解決するためには、技術基準類は世界標準に適合した形式を整える一方、

内容は、優れたわが国固有の技術に裏付けられたものであることが重要である。 

すなわち改革の方向は、国内の建設サービスの向上、並びに、世界の建設サービスの向上の

ため、世界の常識に適合した上で、世界に冠たるガラパゴス技術や若い技術者が育つ技術基準

類の体系を構築し、それを世界で活動する基盤とすることである。 

改革の方向に沿っての技術基準類の整備に関する方策は以下の通りである。 

 

 

 

上述の提案の中で、和魂・洋式の技術基準とは、体系や基本思想は欧州型とする一方、内容

的には国内の技術的知見を結集して欧米にも勝る技術基準体系が構築されることを意識してい

る。 

上述の提案に基づく、技術基準体系例を以下に示す。構造物や製品に関する個々の基準類は

図 5 の形態をなすものとし、全体としては図 6 の形態をなすものとする。 

 

出典：平野吉信、近江隆：EU建設製品指令にみる建築生産技術規範の構造と国際整合化の枠組み，
日本建築学会計画系論文集第526号p247,1999.12

レベル
１ （目標）

構造物
のあり方

レベル２ （機能的要

求）構造物が有すべき
機能（定性）

レベル３（性能要求水準）

実現のための要求（定量表現
の判断基準）

レベル４ 検証方法 （性能要求へ
の適合性を実証するガイドライン）

レベル５ 承認しうる解

強
制
規
格

任
意
規
格

 
図 5 性能規定化された基準類の構成 

①和魂・洋式の技術基準類づくり 

  ・世界の流れに鑑み、体系は欧州型、内容は国内の技術の結晶を基準化する。 

  ・適合性認証のしくみをビルトインする。 

  ・国がイニシアティブをとって基本となる技術基準を法律で位置づける。 

 ②未来のための技術開発と技術基準類整備 

  ・例えば維持更新、補修補強分野、ICT、地震防災分野など、わが国の技術的課題を

解消し、その成果で世界市場をリードできる分野に技術開発及び技術基準類の整備

を重点投資する。 
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海外への情報発信

 

図 6 今後の基準類の構成イメージ 

 

この技術基準体系の整備によって、以下のような効果を期待することができると考える。 

① 世界各国の基準と相対評価可能な基盤ができる。 

② 新技術等による国内建設サービスの質的向上 

③ 世界での社会資本関連ビジネスを強化 

④ 世界に通用する次世代の育成 

 

 

(8) 公共工事発注者の役割 

良質な公共事業を達成するために発注者の役割は重要な要素であるが、事業方式、契約方式、

事業内容やリスク分担などによってふさわしい発注者が果たすべき役割が異なると考えられる

ことから、事業の特性に応じた発注者の役割を検討して、発注者側の必要な体制を確保する必

要がある。 

ここでは、一例として、設計施工分離の工事の契約における監督・検査のあり方及び紛争処

理手続きについて検討を行うこととする。 

 

(a) 監督・検査のあり方 

公共工事の施工形態が直営から請負契約に移行して久しい中、請負契約では工事の施工方

法は基本的に施工者の任意とされてきた。しかしながら、近年、一般競争入札への移行や総

合評価落札方式の導入など入札・契約の仕組みの変化に伴い、品質確保体制の一層の充実や

技術提案の確実な履行の確保が求められるなど、監督・検査をめぐる環境も大きく変化して

いる。このような変化を踏まえ、「造る」立場の受注者と「買う」立場の発注者は、品質確保
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や技術提案の履行の確認はもとより、最も価値ある調達の実現を目指す観点から、共にこれ

まで以上に互いの役割を明確に認識しつつ、相互補完的に各々の責務をより確実に果たして

いく必要があり、それを可能とする発注者の体制確保が求められている。 

現在試行中の「施工プロセスを通じた検査」は、「買う」立場の発注者として、工事の施工

途中においてきめ細かく品質確認等を行うもので、その結果は給付の検査に活用される。こ

の方式は、一層の品質確保と検査の合理化に有効なものと考えられ、受発注者間の役割分担

の考え方にも合致する。よって、情報システムの利用環境整備などによる発注者・受注者双

方の事務負担の軽減策と合わせ、今後一層の適用拡大を図っていくべきである。 

会計法に規定された監督の役割は「契約の適正な履行の確保」であり、戦後の直営工事が

主体であった時代から、完全に請負工事化した現在に至るまで変わっていない。しかし、監

督員の業務は、受注者を指導しながら工事を進めるといった形から、現場の施工については

受注者に任せ（責任施工）、監督員は専ら履行の確認のみを行うという形に変わってきている。

現行会計法では監督と検査の職務を兼ねることを禁止している。発注者が造る立場に近かっ

た時代には監督員と検査員を相互に牽制させることに意味があったが、現在の職務の実態に

おいては同一者であっても特に問題は無いと思われる。また、「施工プロセスを通じた検査」

の導入により監督業務と検査業務は一体的なものとなるため、これらを統合し検査に一本化

すべきである。 

また、工事の実施段階において発注者は、自主施工原則のもとで施工方法等についての関

与を減らす一方で、当初に想定できなかった現場条件の相違などについての受注者との協議

や工事の中間段階や完成時の検査における技術的判断が重要となる。受注者には資格・経験

を有する技術者の配置を義務付けているのに対し、発注者側の監督員、検査員については特

段の規定がないが発注者責任を果たすためには技術力のある者が従事すべきであることは当

然である。発注機関に技術力を有する職員が多数いる場合には特に規定が無くてもよかった

かもしれないが、十分な体制が取れない公共発注機関もあることから、発注者側にも適切な

判断ができる技術力を有する者を配置することを法令で義務付けることを検討すべきである。

この場合、発注者の「買う」立場が明確になるとともに、「売る」立場となる受注者が工事目

的物の品質を保証することが重要となる。受注者による品質証明を確実なものにするための

仕組みを併せ検討すべきである。 

今後の新たな展開として、海外の公共工事で適用されている FIDIC 契約約款の規定と同様、

監督・検査における第三者技術者の活用について試行的に検討することも考えられる。大規

模で複雑な工事や多数の利害関係者との調整を要する工事など、発注者側の負担の大きさに

比べ発注者の体制が限られ、受注者との各種協議の迅速化など発注者・受注者双方にメリッ

トが生じる工事が試行の対象として考えられる。このような試行は、第三者技術者としてわ

が国の技術者の活躍の場を海外に拡げていく上での後押しとなる効果も考えられる。 
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表 4 監督・検査に関する日本と FIDIC 約款等の比較 

途上国（フィリピンにおける円借款プロ
ジェクトの例）

・会計法
・予算決算及び会計令
・契約事務取扱規則
・国土交通省所管会計事務取扱規則
・地方整備局会計事務取扱標準細則
・地方整備局請負工事監督検査事務処理
要領
・土木工事監督基準（案）
・地方整備局土木工事検査技術基準（案）
・地方整備局工事技術検査要領
・地方整備局土木工事技術検査基準（案）
・工事請負契約書

・ＦＩＤＩＣ （国際コンサルティング・
エンジニア連盟)の標準契約約款
（一般条件及び特記条件）
　　【参考：関係条項】
　　　副条項7.2　試供体
    　副条項7.3　検査
　　　副条項7.4　試験
　　　副条項7.5　拒否
    　副条項7.6　欠陥の修復
　　　等

・単価契約精算方式・月次支払い
を前提としているので、監督・検査
の分業を規定していない。
・ジ・エンジニアという第三者によ
る監督検査については、発注者
から委託された身分でありなが
ら、公平な判断をするべきと明
記。1999年版レッドブックで新たに
導入された紛争委員会 (Dispute
Board)により、万が一エンジニア
が公平な判断をしていない場合、
対応策として紛争裁定委員会によ
る裁定に持ち込むことができると
同時に、このような公平な判断を
怠ることの事前防止機能を果たし
ている。

・ＦＩＤＩＣ （国際コンサルティング・エンジ
ニア連盟)の標準契約約款（一般条件
及び特記条件）
　※特記条件については、発注者の判
断で適宜修正。（例えば、追加費用の
クレームができる事項を一般条件より
も縮小、紛争委員会は国内の建設産
業裁定委員会と差替え　等）
・JICAによる各種調達ガイドライン
・DPHWのBRS（Bureau of Research
and
Standards：調査・基準局）の試験・検
査基準

実施者

直営
　・総括監督職員
　・主任監督職員
　・監督職員
　※監督業務の補助として、一部外部委託
有り。（現場技術員）

委託
　特に専門的な知識又は技能を必要とする
ことその他の理由により、委託することが
可能。

・ジ・エンジニア（発注者以外への
委託または直営）

発注者以外へ委託したジ・エンジ
ニアへの委託が理想
　
　※日本では、工事請負契約の
第１条３項（請負者に任せる。）を
基本思想として工事完成物及び
指定仮設のみを監督・検査の対
象としているのに対して、海外で
は、工事目的物や指定仮設のほ
かに、工事に進め方、仮設等の
一部についても監督・検査の対象
としているのが一般的である。

原則、コンサルタントであるジ・エンジニ
アに委託（直営の事例も例外的にあり）

業務内容

請負契約の適正な履行の確保
　・契約の履行の確保
　・施工状況の確認等
　・円滑な施行の確保
（監督と検査の職務の兼職禁止）

発注者との契約に基づき、委譲
された業務を遂行する。
（日本の監督・検査の概念はな
い）

- ・契約図書の一部である契約条件書
(Terms of Reference)やDPHWのBRS
（Bureau of Research and Standards：
調査・基準局）の試験・検査基準に従っ
て、監督を遂行する。

設計変更・
契約変更
の権限

契約を変更する権限は無い。 ジ・エンジニアに設計変更をする
権限はあるものの、契約を変更
する権限は無い。

ジ・エンジニアに設計変更をする
権限はあるものの、契約を変更す
る権限は無い。

・FIDIC契約約款のとおり、ジ・エンジニ
アに設計変更をする権限はあるもの
の、契約を変更する権限は無い。
・但し、設計変更については、ジ・エン
ジニアに原則権限があるものの、請負
代金額若しくは工期の変更を伴うもの
については、事前に発注者承認が必
要。（特記条件で記載）

人的体制

直営
　・検査職員
　※検査業務の補助として、一部外部委託
有り。（品質検査員）

・ジ・エンジニア（発注者以外への
委託または直営）

委託
　・エンジニア

原則、コンサルタントであるジ・エンジニ
アに委託（直営の事例も例外的にあり）

業務内容

請負契約の給付の完了の確認
　・工事実施状況
　・出来形、品質、出来映え
（監督と検査の職務の兼職禁止）

発注者との契約に基づき、委譲
された業務を遂行する。
（日本の監督・検査の概念はな
い）

- ・契約図書の一部である契約条件書
(Terms of Reference)やDPHWのBRS
（Bureau of Research and Standards：
調査・基準局）の試験・検査基準に従っ
て、検査を遂行する。

支払い

検査調書を提出する。 支払い証明書を発行する。 ジ・エンジニアが検測を確認した
上で、妥当な支払額を示した証明
書を発行し、発注者はその証明
書発行を以て、受注者に対して支
払い行為を行う。

FIDIC契約約款のとおり、支払い証明
書を発行する。

引渡し

検査調書を提出する。 引き渡し証明書を発行する。 ジ・エンジニアが検査等を通じて
確認した上で、引渡しが妥当であ
ることを示した証明書を発行し、
受注者はその証明書発行を以
て、発注者へ引渡しを行う。

FIDIC契約約款のとおり、引渡し証明書
を発行する。

契約履行上の
監督・検査に関
する規定等

検
査

監
督

ＦＩＤＩＣを活用している海外諸国の事例 

日本（国土交通省） ＦＩＤＩＣ契約約款
（参考）ＦＩＤＩＣ契約約款の
基本的考え方（理想型）

 
参考：FIDIC 契約約款等 
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(b) 支払い方式 

工事代金の支払は、諸外国では工事の出来高に応じた部分払が一般的となっている。この

支払方式は、工事目的物を「買う」立場からみて合理的な方式と考えられる。わが国におい

ても、一定規模以上の工事において、前金払と組み合わせつつ大部分を出来高に応じた部分

払いとする「出来高部分払方式」を受注者が選択できる仕組みが導入されている。「出来高部

分払方式」は、「施工プロセスを通じた検査」と組み合わせて実施することによって、受発注

者間のコスト認識の共有を通じた双務性や施工体制の質の向上や、出来高に応じて月毎等比

較的短い間隔で段階的に支払が行われることによる下請けを含めた受注者側企業のキャッシ

ュフローの改善など、大きなメリットがあると考えられる。しかしながら、現状ではその普

及は十分に進んでいない。 

今後の公共工事における検査・支払は、受発注者双方にとっての効果が期待できる「施工

プロセスを通じた検査」と「出来高部分払方式」の組合せを基本とする仕組みへの転換を一

層進めていくべきである。このため、当初契約後の協議により契約変更時に用いる単価につ

いて受発注者間で予め合意するものとして、国土交通省直轄の土木工事において既に原則と

して導入されている総価契約単価合意方式に加え、施工の主要な段階ごとに予め出来高の算

定方法と受発注者間で合意しておくマイルストーン方式の普及など、出来高（支払額）の算

定・確認に伴う受発注者間協議の円滑化・省力化の方策について周知・普及を図る必要があ

る。 

 

(c) 紛争解決 

建設業の国際展開を促進するにあたり、海外建設プロジェクトで使用されている契約スタ

イルに慣れることが重要である。円借款事業をはじめとした海外建設プロジェクトにおいて

はFIDIC標準契約約款に基づき紛争委員会(Dispute Board) による紛争処理手続きが設けら

れているところである。わが国の公共工事の契約においては建設工事紛争審査会による調停、

あっせん、仲裁が中心となっている。平成 22 年 7 月の公共工事標準請負契約約款改正におい

て、受発注者間の協議を円滑に行うよう必要な意見及び助言を求めることができる仲裁人が

位置づけられたものの、海外建設プロジェクトで実施されている紛争処理プロセスとは異な

っている。 

このような背景を踏まえて、公共事業改革の一環として、FIDIC 標準契約約款における紛

争委員会に代表される新たな裁判外紛争解決手段（ADR：Alternative Dispute Resolution）

を導入し、このメカニズムを活用した紛争処理という解決方策が考えられる。方策の導入に

あたり、このような紛争処理を実施する専門家の人材確保が重要となる。対応方法として、

例えば、海外工事における紛争の未然防止に対応する紛争裁定人（アジュディケーター）の

育成の観点から（社）日本コンサルティング・エンジニヤ協会が進めている資格制度の活用

のほか、（社）土木学会による既存資格の活用等が挙げられる。 
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(9) プロジェクトマネージャーの育成 

公共事業の調達にあたっては、調達の目的に照らして最も適切な調達方式を選択するととも

に、公共事業における多様な調達方式に応じて活躍できる人材やノウハウ等の技術的基盤が重

要である。具体的には、プロジェクト全体をマネジメントできるプロジェクトマネージャーの

育成が求められる。しかし、現状としてこのような人材が不足しているところであり、その背

景として、わが国の公共事業において、事業全体を通じたプロジェクトマネジメントという概

念が定着していないということが考えられる。また、建設業者の中においても、最適な施工を

行うための工程や現場管理等をマネジメントするという観点で、プロジェクトマネージャーと

しての役割が求められている。 

わが国の土木分野ではまだ事例が少ない PPP/PFI 事業においては、設計・施工だけでなく、

リスク分析、資金調達、運営等を含めた全体マネジメントができるプロジェクトマネージャー

が求められる。このような全体のマネジメント技術を有した技術者を育成する観点から、

PPP/PFI 事業の実施や第三者技術者の活用、などの事業方式の実施を通じて、国内プロジェク

トにおけるマネジメント技術力の育成、有効活用を進める。また、海外展開の観点からも国内

においてプロジェクトマネージャーとしての経験により、世界で通用する民間技術者の人材育

成及び有効活用が図る等が考えられる。PPP/PFI 事業方式の実施については、上流段階から最

適な運営を念頭においた計画・設計を実施する動機が働く等、よりよい建設マネジメントが期

待できる。公共工事の関係主体の技術的な役割を大きく変える改革であることから、民間技術

者だけでなく技術公務員を含めた、将来の土木技術者の配置と役割のあり方についても検討が

必要である。 
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3. 海外の公共調達制度の動向11) 

(1) 西洋諸国全体の動向 

前章においては、わが国の公共事業執行システムの問題点とその改善策について論じてきた。

抽出された課題の多くは、以下に例示するように、物品調達とは大きく異なる公共事業調達の

特異性に起因するものであった。 

・ 地元住民や関係機関との協議や現場条件の相違などに起因する建設期間や最終契約額の

不確実性、 

・ 契約時点で目的物が存在し既に市場による評価がなされている物品とは異なり、完成後に

初めてその品質を評価することができる単品受注生産であること、 

・ それが故に必要とされる独特の生産過程における管理手法、 

・ 自然環境などの様々な不可避な外的要因の中での生産工程であるが故に求められる発注

者側・受注者側の技術力、など 

 

しかしながら、その調達システムは、会計法等により物品購入と同じ制度により運営されて

きた。このことから生じてきた歪みの一部について、前章で論議してきた。この公共事業調達

の特異性は、欧米諸国においても同様であるので、わが国の制度と比較して諸外国において公

共事業調達制度がどのように発展してきたか、その経過を把握することが重要と考える。 

そもそも現行入札契約制度の枠組みを定めた明治会計法は、わが国の実情を踏まえるという

よりも西洋諸国の当時の標準型を取り入れたものであった。特に仏国会計法と伊多利国会計法

を参考に、予定価格による上限を設けて、原則として一般競争入札方式を適用し最低価格の入

札者が自動的に落札することとした。これを導入して以降、社会的混乱が生じるなど不都合な

点が多く、1900 年（明治 33 年）、勅令に指名競争入札に関する規定を設けた。1921 年（大正

10 年）には会計法を改正し、一般競争入札の例外として随意契約に加えて指名競争入札を明記

した。 

戦後 GHQの指令によって一時期に国鉄が一般競争入札を導入したことを除けば、1993年（平

成 5 年）に発覚したゼネコン汚職を契機に 1994 年度（平成 6 年度）から大型工事に一般競争

入札方式を導入するようになるまでは、会計法の一般競争入札適用の原則はほとんど空文化し

ていた。その後、わが国の会計法令の入札契約に関する規定は、1961 年（昭和 36 年）に落札

基準の例外規定や買い入れの場合の低入札価格調査制度を創設するなどの改正が行われたほか

は、大きく変わっていない。明治会計法令以来わが国の会計法令が定める入札契約制度の枠組

みは、次の 7 つの点において変わっていないといえる。 

 

① 買い入れと売り払いを基本的に同じ取り扱いとしている。 

② 公告して競争を行うこと（一般競争）を原則としている。 

③ 物品、サービス、工事等の目的物によらず同じ扱いとしている。 

④ 交渉手続きを定めていない。 

⑤ 価格の制限（予定価格）を必ず定めることとしている。 

⑥ 予定価格は事前に非公表としている。 
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⑦ 落札基準は最低価格とすることを原則としている。 

 

契約時点で目的物が存在しない工事等の請負契約を物品購入等と同じ扱いとすることが不合

理であるにもかかわらず、未だに目的物の種類に応じて適切な調達方式を選定できるようにし

ていないだけでなく、買い入れと売り払いを基本的に同じ取り扱いとして競争入札を原則とし

ている。2005 年（平成 17 年）に公共工事品確法が制定され、公共工事については総合評価落

札方式を原則として適用すべきこととされたが、明治会計法以来枠組みの変わっていないわが

国の会計法令が定める入札契約制度は、最も経済的に有利な調達をするのに必ずしも適切でな

いだけでなく、不要な手間や時間を要するなど不合理な点が多い。 

明治会計法令制定当時の仏国会計法及び伊多利国会計法においては、買い入れと売り払いを

同じ取り扱いとしており、また、交渉方式を定めていなかった。しかし、フランスでは 1892

年に早くも最低価格以外の落札基準を導入し交渉方式を認めたうえに、1964 年には買い入れの

みを対象とする包括的なものとして初めての公共調達法典が制定された。これが 2001 年公共

調達法典を経て、2006 年公共調達法典に引き継がれている。イタリアにおいては、そもそも公

共工事の調達を対象とした公共事業法が 1865 年から存在していた。物品等の売買貸借を対象

とする会計法は 1972 年大統領令により書き換えられ買い入れと売り払いが別の取り扱いとさ

れ、このとき、買い入れについては政府の裁量により交渉によることができるようになった。

イタリアの公共工事調達制度は、1865 年公共事業法から 1994 年公共工事基本法及び 1999 年

大統領令に引き継がれたが、2004 年 EU 調達指令を受けて、2006 年に公共調達に関する法令

を統合し、2006 年公共調達法が制定された。このようにして、フランス、イタリアいずれの国

においても、調達の目的物に応じて多様な入札契約方式を選択できるようになっている。 

予定価格については、明治会計法制定当時、仏国会計法において必要な場合に定めて上限拘

束とし、イタリアにおいては物品等の調達のための伊多利国会計法に上限拘束の規定を定めて

いたに過ぎない。フランスでは 1964 年公共調達法典制定以降 2001 年 9 月まで競争入札の場合

の厳格な上限拘束の規定があったが、公共工事について主に用いられた提案募集方式（Marchés 

sur appel d'offres）には予定価格の定めはない。現在では、わが国のように予定価格の上限拘

束を厳格に適用している国はほとんどなく、多くの国においては、個々の発注において最低価

格又は最高評価値の入札の額が異常に高いか又は低い場合に、それを審査することにより不適

切な入札を排除したり、あるいは交渉方式により適正な価格による契約を行おうとする取り組

みがなされている。 

公共調達制度は、フランス、イタリア等においては古くは政府会計の法令に位置づけられて

いたが、今では会計法令とは別に公共調達法令を制定している。2004年EU調達指令を受けて、

フランス、イタリアを含めヨーロッパの多くの国では、国だけでなく地方公共団体等も対象と

して一つの公共調達法令に統合している。 

アメリカの連邦政府の調達制度は、予算会計法（Budget and Accounting Act of 1921）では

なく、1947 年軍調達法（Armed Services Procurement Act of 1947）や 1949 年連邦財産管理

業務法（Federal Property and Administrative Services Act of 1949）に定められている。さら

に、1994 年連邦調達円滑化法（Federal Acquisition Streamlining Act Federal Acquisition 
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Streamlining Act of 1994）、1995 年連邦調達改革法（Federal Acquisition Reform Act of 1995）

等によって、調達方式に修正が加えられている。これらのほかに、さらに連邦機関の調達規則

を加えて連邦規則集（Code of Federal Regulations）の第 48 巻連邦調達規則体系（Title 48 

Federal Acquisition Regulations System）が構成されている。 

 

表 5 入札契約制度の各国比較 

（明治会計法制定当時） 

 日本 フランス  イタリア ベルギー 

入札契約方式 ･競争入札 
･随意契約 
（交渉なし） 

･競争入札

･指名競争入札 
･随意契約 
（交渉なし） 

･競争入札

･随意契約 
（交渉なし） 

･競争入札 
･随意契約 
（交渉なし） 

買入れと売払い 同じ取り扱い 同じ取り扱い 同じ取り扱い 買入れのみ対象 

物品､ｻｰﾋﾞｽ､ 
工事等の扱い 

会計法上同じ 会計法上同じ 会計法上同じ 

(別に1865年公共事

業法あり) 

会計法上同じ 

予定価格 予定価格を必ず定

め上限とする 
必要があれば最高

価格を定め、定める

場合は上限 

予定価格を定め上

限とする 
なし 

 非公表 定める場合非公表 非公表(推定) － 

落札基準 最低価格 最低価格 最低価格 最低価格 

 

（現在） 

 日本 フランス  イタリア ＥＵ 

入札契約方式 ･競争入札 
･随意契約 
（交渉なし） 

･公開式又は制限式

提案募集 

･競争的対話 

･交渉(3 種) 

･設計競技 

ほか 

･公開方式 

･選択方式 

･交渉方式 

･公開方式 

･選択方式 

･交渉方式(公開又は

非公開) 

･競争的対話 

買入れと売払い 同じ取り扱い 別の取り扱い 別の取り扱い 別の取り扱い 

物品､ｻｰﾋﾞｽ､ 
工事等の扱い 

会計法上同じ 調達物に応じて多

様な方式を選択可 
調達物に応じて多

様な方式を選択可 
調達物に応じて多様

な方式を選択可 

予定価格 予定価格を必ず定

め上限とする 
2001 年 9 月に廃止 なし なし 

 非公表 － － － 

落札基準 会計法上最低価格

が原則.例外的に価

格その他の条件が

最も有利な者 

招請方式を含め最

も経済的に有利な

者（最低価格は限定

的に適用） 

最低価格又は最も

経済的に有利な者 
最低価格又は最も経

済的に有利な者 
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(2) EU 

最初の EC 公共調達指令（EC public procurement Directive）は、1971 年 7 月に公共工事

（public works）に関して制定された（Council Directive 71/305/EEC of 26 July 1971 

concerning the co-ordination of procedures for the award of public works contracts）。物品

（supply）とサービス（service）の調達についてはそれぞれ 1976 年、1992 年に別々に制定さ

れ、1990 年には水、エネルギー、運輸分野の公益事業（utilities）を対象とする指令が制定さ

れた。そして、1993 年に物品（supply）、工事（works）、公益事業（utilities）に関する指令

が改めて統合した形（Directives 93/36, 93/37 and 93/38）で採択された。 

これらはさらに簡素化と近代化の観点から見直され、2004 年 4 月には公益事業に関する指令

は別立ての指令（Utilities Directive, Directive 2004/17）として、その他の物品、サービス、

工事の３つを公共部門の指令として統合して公共部門指令（Public Sector Directive, Directive 

2004/18）を制定した。これらにより 2006 年 1 月末までに EC 加盟国に対し国内法の整備を求

めた。EU 指令は、EU 加盟国の国内法の上位に位置づけられ、指令に則って整備される国内法

を通じて政府機関等を拘束するものである。 

EU 加盟国は、EU 指令に整合した国内法の整備を進めている。EU 指令は WTO 政府調達協

定を念頭において立案されたものであり、その関係についてはEU指令（Directive 2004/18/EC）

の備考 7（Recital 7）に「政府調達協定は直接的な影響はもたないが、同協定に参加している

EU 指令を適用する国は、同協定に参加している第三国の機関との契約に EU 指令を適用する

場合は、同協定に適合しなければならない。（This Agreement does not have direct effect. The 

contracting authorities covered by the Agreement which comply with this Directive and 

which apply the latter to economic operators of third countries which are signatories to the 

Agreement should therefore be in conformity with the Agreement.）」としている。さらに、

EU 指令（Directive 2004/18/EC）の第 2 巻第 1 章（TITLE II Rules on public contracts, 

CHAPTER I General provisions）の第 5 条（Article 5 – Conditions relating to agreements 

concluded within the World Trade Organisation）において「EU 加盟国間で適用する条件と

政府調達協定の運用において第三国の機関との間に適用する条件は、同程度に好ましい条件と

しなければならない（Member States shall apply in their relations conditions as favourable 

as those which they grant to economic operators of third countries in implementation of the 

Agreement on Government Procurement）」と規定している。 

ヨーロッパの主な国においては、建設業の許可や免許の制度はなく、日本の建設業法に相当

する法律は見当たらないが、契約上の紛争処理、補償、不法行為等に対する法律の体系は存在

する。 

 

(3) フランス 

政府会計の法制度として 1822 年 9 月 14 日に初めて命令（l'ordonnance du 14 septembre 

1822）が定められ、すべての省庁の支出を大蔵省が掌握する画期的なものとなった。1838 年 5
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月 31 日には政府会計全般に関する王令（règlement général sur la comptabilité publique, 

l'ordonnance du 31 mai 1838）として制定され、その後 1862 年 5 月 31 日の政府会計全般に関

する王令（Décret du 31 mai 1862 GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE）がこ

れに代わった。わが国が会計法案作成の際に参考とするために 1887 年（明治 20 年）に大蔵省

が翻訳した仏国会計法とは、この 1862 年王令のことである。1862 年王令は、現在でも有効な

1962 年 12 月 29 日の政府会計全般に関する政令（Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 

portant règlement général sur la comptabilité publique）に引き継がれた。 

公共調達については、政府会計全般に関する王令に位置づけられていたものが、公共調達を

包括するものとして 1964 年公共調達法典（Code des marchés publics (édition 1964)）が制定

されて以降、2001 年公共調達法典（Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des 

marchés publics）、2004 年公共調達法典（Décret n°2004-15 du 7 janvier 2004 portant code 

des marchés publics）、さらに 2006 年公共調達法典（Décret n°2006-975 du 1 août 2006 

portant code des marchés publics）へと引き継がれ、この法典が、2004 年の EU 指令を受け

て改正されたものとなっている。 

建設業の許可や免許の制度はないが、公共契約法典第 45 条第 1 項で、公共工事の発注者は実

績、専門的、技術的、財政的な能力を審査するための書類を求めることができるとされており、

企業評価制度としては、建築分野では 、1949 年に建設大臣、建築業関係団体等の主導により

設立された民間組織である QUALIBAT による資格証明 (Certifcat)がある。土木分野について

は、大小の公共工事に携わる 20 地域の業界団体と 18 の専門職業団体からなる FNTP (全国公

共工事連盟：Fédération Nationale des Travaux Publics) による専門能力証明 (Identification 

Professionnelle)がある。 

 

(4) イタリア 

イタリアにおける公共事業及び公共工事調達に関する法律は、1861 年のイタリア王国成立後

間もなく制定された 1865 年公共事業法（Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, Legge 

sulle opere pubbliche）が最初であり、工事以外の調達については 1923 年 11 月 18 日法 2440

号国家会計法（Regio Decreto 18 Novembre 1923, n.2440, Regal Decree no. 2440/1923 State 

General Accouting Law）等の国家予算及び支出に関する法令により規定されていた（Specific 

legal texts on public works and public works procurement have been around since L. 20 

marzo 1865, n. 2248, Allegato F, marking the beginning of the (united) Italian Kingdom. 

Other types of procrurement were mainly regulated in texts concerning the state budget 

and public expenditures, such as R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, still partly in force until 

recently.）。 

わが国が明治会計法案作成の際に参考とした 1884 年 2 月 17 日伊多利国会計法とは、1884

年 2 月 17 日法 2016 号管理及び国家会計法（Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 Legge 

sull'Amministrazione e sulla contabilita' generale dello Stato）であり、これに代わる 1923

年 11 月 18 日法 2440 号国家会計法の第 87 条（Disposizioni Generali Art. 87）により、この

法の公布と同時に対応する 1884 年 2 月 17 日法 2016 号の規定は効力を失う旨定められた。 



 

31 
 

すなわち、公共工事に関する調達制度は、1865 年 3 月 20 日法律第 2248 号から 1999 年大統

領令 554 号又は 2006 年法律 163 号に引き継がれ、物品、食料品、運搬、不動産等の売買貸借

に関する制度は、1884 年 2 月 17 日法 2016 号から 1923 年国家会計法へと引き継がれた。 

公共工事調達については、メルローニ法として知られる 1994 年 2 月 11 日法律 109 号公共工

事基本法（Legge 11 febbraio 1994, n.109, Legge quadro in materia di lavori pubblici, Legge 

Merloni, Law 11/2/94, n. 109 Framework Law for Public Works）の導入によって、公共工事

の効率性、有効性、透明性及び品質を改善しようとする大きな改革がなされた。そして、その

施行のために 1999 年 12 月 21 日大統領令 554 号（D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, 

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, 

n. 109, e successive modificazioni）が制定され、これにより前述の 1865 年 3 月 20 日法律第

2248 号公共事業法の契約に関する多くの規定が廃止された。 

メルローニ法制定後、度々改正が加えられ、最近では、従来の公共調達に関する法令を廃止

統合し、国だけでなく地方公共団体等も対象として、2006 年 4 月 12 日法律 163 号公共調達法

（D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e 

furniture, Legislative Decree April 12, 2006, no. 163 Code of Public Contracts for Works, 

Services and Supplies）が制定され、同年 7 月より施行されている。この法律は、契約金額の

大小を問わず適用され、公共工事、物品、サービス等の調達を対象とした EU 指令（EU 

Directive）2004/18/EC と水、エネルギー、運輸、郵便等の事業体を対象とした EU 指令

2004/17/EC に合致するものであり、EU 指令に定めた原則をその規定範囲よりも幅広く適用す

るものである。  

 

(5) イギリス 

イギリスにおいては、従来、物品（goods）、工事（works）、サービス（services）の３つそ

れぞれについての規則を有していたが、それらを 1 本化し新たな規則を 2006 年より施行した。

イングランド及びウェールズ地方については、2006 年公共調達規則（Public Contracts 

Regulations 2006）及び公益事業調達規則（Utilities Contracts Regulations 2006）によって

いる。スコットランド地方については、スコットランド公共契約規則（Public Contracts 

(Scotland) Regulations 2006, SCOTLAND 2006）及び公益事業調達規則（Utilities Contracts 

(Scotland) Regulations 2006）である。それぞれ、EU 指令 2004/18（Directive 2004/18/EC ）

及び EU 指令 2004/17（Directive 2004/17/EC）を実施するものであり、EU 指令基準額以上の

調達が対象である。 

 

(6) ドイツ 

ドイツの公共工事の発注・入札・契約は、「建設工事請負契約規則（VOB）」に基づいて実施

されている。VOB は A, B, C の３部に分れており、A 部は請負工事の発注・入札に関係する事

項、B 部は契約締結における民法に基づく事項、C 部は技術的な事項を包括したもの、をそれ

ぞれ掲載している。VOB そのものは法的拘束力を持たないが、連邦予算令、州予算令および

市町村予算令において VOB を適用することが定められている。VOB は、1926 年に当時の公共
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部門と経済部門両者の審議・協議により定められた規定であった。現在、VOB は「ドイツ公共

工事請負委員会（DVA）」において、適宜、改正・改訂が実施されている。VOB 全体の最新版

2006 年版は、EU 指令に対応すべく改訂された 1992 年のものをベースに、1996 年、1998 年

の更新を経たものである。 

 

(7) アメリカ 

アメリカの連邦政府の調達制度は、予算会計法（Budget and Accounting Act of 1921）では

なく、1947 年軍調達法（Armed Services Procurement Act of 1947）や 1949 年連邦財産管理

業務法（Federal Property and Administrative Services Act of 1949）に定められている。さら

に、1995 年連邦調達改革法（Federal Acquisition Reform Act of 1995）、1994 年連邦調達円滑

化法（Federal Acquisition Streamlining Act of 1994）等によって、調達方式に修正が加えら

れている。これらのほかに、さらに連邦機関の調達規則を加えて連邦規則集（Code of Federal 

Regulations）の第 48 巻連邦調達規則体系（Title 48 Federal Acquisition Regulations System）

が構成されている。 

連邦政府の調達は、金額の大小に関わらず、連邦規則集第 48 巻 連邦調達規則体系（Title 48 

Federal Acquisition Regulations System）の第 1 章 連邦調達規則（Chapter 1 Federal 

Acquisition Regulation, FAR）によっている。FAR は、連邦政府機関が定めた規則を集めたも

のであり、1974 年連邦調達庁法（the Office of Federal Procurement Policy Act of 1974 (Pub. 

L. 93-400 and Title 41 of the United States Code)）に従って発行される。連邦裁判所によって、

FAR 及び各機関の補完規則は法律と同等の効果を有するとされている。 

建設業の許可制度等については、アメリカにおいては各州の所管となっている。ライセンス

の必要な州、登録のみ必要な州、ライセンスも登録も必要としない州等がある。また、郡や市

のライセンスや登録が必要な場合もある。例えばカリフォルニア州では、カリフォルニア請負

業者免許法（California Contractors License Law）を定めており、各州において建設関係法を

規定している。 
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4. 公共事業調達法の提案 

(1) 提案にあたって12) 

公共事業執行システムの将来像として、「Ⅰ 事業のマネジメントの概念の導入」を行い事業

単位の予算・時間のマネジメントを確立すること、個々の調達に関して「Ⅱ VFM の高い公共

調達を実現」を図ることを提言した。本章では、Ⅱの公共事業の調達方式に関する法制度につ

いての提案を行うが、ここで提案する公共事業調達法が課題のすべてを解決するものではない。

Ⅰの事業マネジメント手法を確立するためには、事業単位の複数年度予算の導入等のための財

政法の見直しが今後の検討課題である。 

また、入札契約制度を論じるにあたっては、建設業許可に始まり、2 年ごとの競争参加資格

の審査、さらには工事ごとの競争参加資格の確認などの企業評価方式に着目することが重要で

ある。現在の企業評価方式は、主に指名競争入札方式を前提として整備されてきた仕組みであ

るが、総合評価落札方式を用いる一般競争入札が原則となってきた現在の入札契約方式におい

ては、必ずしも従来の格付けによって入札参加企業を制限する必要性はあまりなくなってきて

いる。本提言では、受注者選定手続き等を定める公共事業調達法を提案するが、今後の入札契

約方式の多様化に対応し得る企業評価方式のあり方をさらに検討する必要がある。 

公共調達、特に公共事業の調達については、契約時点で目的物が存在しない工事等の請負契

約を取り扱うものであるので、予算の収支の管理という観点で会計法規の中に位置づけるより

もむしろ、良質なモノを低廉な価格で適時に調達するという観点から、公共事業の適正な調達

を目的とする法体系を構築するのが望ましい。世界各国においても、品質重視の調達が長期的

には経済的に優れた価値の高い調達となるとの認識が大勢となっている。 

また、調達制度と関係の深い技術基準の体系については、国際競争力のある体系とするため

には、これを見直す必要がある。アジア諸国においても活用しやすい技術基準体系とするため

には、欧州の体系を参考にわが国の技術力の強みを活かした技術基準体系として再構築するこ

とが重要である。 

さらに、調達制度の基本的枠組みは、国だけでなく地方公共団体等も共通する事項が多いと

考えられること、さらに建設技術の発展と建設産業の育成の観点から健全な建設市場を形成す

ることが必要と考えられることから、地方公共団体を含めすべての公共工事発注者を対象とし

た調達制度とすることが望ましい。 

 

(2) 法律の目的と範囲 

(a) 目 的 

国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共事業に係る工事、サービス及び物品の入札及

び契約について、透明性のある手続きのもとに競争性と公正さを尊重しつつ、その履行にあ

たって品質、経済性、効率性及び適時性を確保することによって、社会基盤の適正な整備及

び管理、建設技術の発展ならびにサービスを担う建設コンサルタント、測量業、地質調査業

等及び工事を請け負う建設業等の健全な発達を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済

の健全な発展に寄与することを目的とする。 
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(b) 範 囲 

 国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共事業に係る工事、サービス及び物品の入札及

び契約 

 

(3) 骨 子 

(a) 受注者選定手続き 

① 一般競争入札 

② 指名競争入札 

a) 公募型 

b) 非公募型 

③ 交渉方式（技術競争、随意契約を含む） 

④ 競争的対話方式 

 

工事については、小規模で技術的難易度の低いものや特別な場合を除いて、原則として、

一般競争入札又は公募型指名競争入札によるものとするほか、高度の技術を要するデザイン

ビルド等については、競争的対話方式を適用する。 

サービスについては、受注者の技術力によって成果の価値が大きく左右される設計等の建

設コンサルタント業務は、原則として交渉方式を適用し、公募して技術提案を競って優位な

者から順次交渉して契約相手を決定するものとする。 

 

(b) 落札基準 

一般競争入札、指名競争入札及び競争的対話方式において、落札者を決定するための基準

は、次のいずれかとする。 

① 最低価格入札 

② 経済的に最も有利な入札（入札価格だけでなく品質その他を含め総合的に優れたもの） 

 

入札を行う場合の落札基準は、原則として ②経済的に最も有利 な入札 とするが、工事に

ついては、小規模で技術的難易度の低いものその他特別な場合、サービスについては、単純

で定型的な業務その他特別の場合、物品については、契約時点で目的物が存在し製品の評価

がメンテナンスを含め市場において既になされている場合その他特別な場合については ①

最低価格入札 とすることができる。 

 

(c) 異常な入札価格の取扱い 

① 最低価格入札 

価格審査を行うために、発注者は審査基準となる価格を設定する。発注者は、総合評

価における最高評価値（又は価格競争における最低価格）の入札者の入札価格が異常に

高い又は低い金額の場合は、これを審査し、その入札を無効とすることができる。また、

必要な場合は、交渉することができる。 
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② 上限と下限 

発注者は、契約価格の上限を設定することができる。この場合は、さらに契約価格の

下限を設定することができる。 

 

(d) 企業評価方式13) 

・ 受注者選定手続きにおいて重要となる企業評価は、(i)契約履行のための資金調達力や長期

的な経営上の安定性の観点からの企業の経営力、(ii)契約内容を履行する際に必要な、こ

れを良質・安全・確実に履行する能力を有するか、能力・経験の十分な技術者を有するか

といった観点からの企業の技術力の 2 つの点から評価することが重要である。これらに加

えて、維持管理等において不具合が生じた際の対応や災害時の復旧活動への貢献などが期

待されることがある。 

・ 企業の技術力の評価にあたっては、工事実績データベースを活用して、企業及び技術者の

工事実績等を重視するものとする。 

・ 調査設計業務、地質調査業務、測量業務等については、業務実績データベースを活用して、

企業及び技術者の業務実績等を重視するものとする。 

 

(e) 発注者の体制 

・ 監督業務は、契約管理、検査等の業務に統合し、「買う」側としての発注者の立場を明確

にするものとする。 

・ 発注者は、原則として、十分な技術力を有する者を置かなければならない。 

 

(4) 既存の法令との関係 

(a) 会計法、地方自治法及び関係政省令 

会計法及び地方自治法に対し、公共事業調達法は公共事業の入札、契約に関する特別法と

して位置づける。また、それぞれの関係政省令のうち公共事業の調達に係わることについて

は、別に政省令を定めるのが望ましい。 

 

(b) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

公共事業調達法の制定により関係する事項について調整を図り整合させる必要がある。 

 

(c) 建設業法 

公共事業調達法の制定により関係する事項について調整を図り整合させる必要がある。 

 

(d) 公共工事の品質確保の促進に関する法律 

公共事業調達法の制定により関係する事項について調整を図り整合させる必要がある。 
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参考１：世界の主な国の公共調達法の概要 

 

１．基本理念 

a)EU 

契約機関は、事業者を公平かつ無差別に扱い、透明性のある手法で業務を行わなければなら

ない。 

Contracting authorities shall treat economic operators equally and non‑discriminatorily and shall act 

in a transparent way.i) 

 

b)フランス 

 公共契約とは、第 2 条が適用される法律上の機関により、公的団体または民間団体との間に

おいて有償で締結する、工事、物品またはサービスに関して要求を満たすために締結される金

銭的な契約のことである。 

 金額の規模にかかわらず、公共契約は、公共調達へのアクセスの自由、参加者の公平な扱い、

手続きの透明性の原則が尊重される。 

 これらの原則は、効果的な公共調達、予算の適切な執行を確固たるものとする。それらは、

調達者のニーズの事前の明確化、公表、競争要件の遵守、経済的にもっとも有利な応札の選択

について求めている。こうした要求は現法典に定められている規定に基づいて実施される。 

Public contracts are contracts for pecuniary interest concluded with public or private entities by the 

legal entities governed by public law referred to in Article 2 to meet their requirements in terms of 

works, supplies or services. 

Regardless of their amount, public contracts respect the principles of freedom of access to public 

procurement, equal treatment of candidates and transparency of procedures. These principles ensure 

effective public procurement and proper use of public funds. They call for prior definition of the 

procuring entity's needs, compliance with the publication and competition requirements and selection of 

the economically most advantageous tender. These requirements are implemented pursuant to the rules 

set out in the present Code.ii ) 

 

c)イタリア 

公共工事、サービス及び物品の契約の履行については、品質、経済性、効率性、迅速性及び

正確さを確保しなければならない。また、契約は、適切な手続きに基づき、自由競争、平等、

無差別、透明性、均衡、そして公開性を尊重しなければならない。iii) 

 

d)イギリス 

 制度の基礎をなす基本理念（その解釈の鍵となるもの）は、EU 公共調達指令の基礎をなすも

ので、EU の機能に関する条約 (TFEU)に起因するものであり、EU 全土に適用されている。こ

れらの原則とは、物の自由な移動、設立権、サービス提供の自由、無差別、公平な扱い、透明

性の確保、比例原則、相互承認である。これらの基礎をなす原則は、イギリスの立法行為を解
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釈する上での基本であり、政府が第三者から工事、物品、サービスを調達するいかなる場合に

おいても適用される。指令やイギリスの規則の適用外の契約を含めて当てはまる。（EU 公共調

達規則 第一章参照） 

The basic principles underlying the regime (and which are key to its interpretation) are those 

underlying the EU public procurement Directives, which arise out of the Treaty on the Functioning of 

the European Union (TFEU) and which apply throughout the EU.  These principles are the free 

movement of goods, the right of establishment, the freedom to provide services, non-discrimination, 

equal treatment, transparency, proportionality and mutual recognition. These underlying principles form 

the basis of the interpretation of the UK legislation and apply in all situations in which an authority 

procures works, services or supplies from a third party, including where the contracts falls outside the 

ambit of the Directives or the UK Regulations (see also Chapter 1 on the EU public procurement 

rules).iv ) 

 

e)ドイツ 

 ドイツの公共調達法の基本理念は、その解釈に非常に関係するのであるが、EU 全土に適用

されている EC 公共調達指令の規定下にあるものと同様である。EC 条約の理念は、競争性、

透明性、無差別、法的な再調査の権利である。上述の通り、ドイツにおいては、契約が EU 基

準値を超えるか否かによって、法的な再調査が異なる。 

The basic principles of German public procurement law, which are highly relevant to its interpretation 

are the same, which are underlying the EC public procurement Directives applying throughout the EC.  

These principles arising out of the EC Treaty are competition, transparency, non-discrimination and the 

right to legal review.  As noted above, there is a difference in Germany as regards legal review, 

depending on the fact, whether a contract is awarded above or below the EU-threshold values.ⅳ) 

 

f)アメリカ 

連邦調達体系の考え方は、公共の信頼を得て公共の目的を満足しつつ、最も価値のある製品

又はサービスをタイムリーに顧客に提供することである。 

The vision for the Federal Acquisition System is to deliver on a timely basis the best value product or 

service to the customer, while maintaining the public's trust and fulfilling public policy objectives.（FAR 

Part 1, Sec. 1.102 Statement of guiding principles for the Federal Acquisition System (a)） 

連邦調達体系は、(1)･･･によって提供する製品又はサービスによってコスト、品質及びタイム

リーさについて顧客を満足させるものである。 

The Federal Acquisition System will-- (1) Satisfy the customer in terms of cost, quality, and timeliness 

of the delivered product or service by, …（FAR Part 1, Sec. 1.102 Statement of guiding principles for the 

Federal Acquisition System (b)）ⅳ) 

 

アメリカにおける入札契約制度は、連邦レベルにおいても州レベルにおいても、費用に対す

る価値を高めるべく手続きを多様化する方向にある。アメリカでは、1980 年代後半以降、デザ
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インビルド（design-build）が採用されるようになり、価格のみによる競争以外の多様な入札契

約方式を用いるようになった。v) 

 

２．適用範囲 

a) EU 

工事とサービスに関するコンセッション方式は公益事業に関する指令の適用外であり、サー

ビスのコンセッション方式は公共部門の適用外である。後者の指令は、工事に関するコンセッ

ションについて特別な規定があり、可能性のある契約を公告する規定や、工事の下請契約を締

結する際に、事業権所有者（民間団体も含む）に対してある種の義務を課す規定については適

用が制限されている。しかしながら、すべての契約と同様に、指令の中の厳密な公共調達規則

の対象外であるコンセッション契約も、一般的な EU の機能に関する条約（TFEU）の原則の適

用を受ける。 

Works and service concessions are both excluded from the scope of the Utilities Directive and service 

concessions are excluded from the scope of the Public Sector Directive. The latter directive includes 

special rules for works concessions which, broadly, limit the application of the rules to advertising the 

potential award and imposing certain obligations on the concessionaire (even if a private entity) when 

awarding works sub-contracts. However, as with all contracts, the award of concessions which fall 

outside the strict public procurement rules in the directive still fall subject to the general TFEU 

principles (see further below). ⅳ) 

 

 

b)フランス 

国、政府関係公的機関、地方政府及び関係公的機関、水道・大学・学校・公立病院・住宅公

社等vi) 

この法律が適用される民間団体とは次の団体である。（１）公的団体が主な出資者あるいは意

志決定者である場合（２）公益部門を運営している場合。 

The private entities which are covered by the law are the ones (1) the activities of which are mainly 

financed or controlled by other entities of the public sector, and (2) operating in the utility sector.vii ) 

 

 コンセッション契約に関して、特別な規定がある。 

■ 開発や計画に関するコンセッション契約は、都市計画法（Code of urban planning）に規定さ
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れる。 

■ 土木に関するコンセッション契約は、2009 年 7 月 15 日に制定された Order No. 2009-864 の

条項に規定される。 

この法令の第 1 条によれば、「public works cessions」は次の様に定義されている。承認された

施設管理者による建築・土木工事の実施を目的とする管理契約（administrative contracts）で、

公共施設を管理する権利や支払いを伴うその権利も考慮したもの。 

上述の規則や規制の範囲内にある調達契約の締結は、いかなる時も公告、透明性のルールを

遵守しなければならない。 

There are indeed special rules for concession contracts: 

■ Concession contracts for the development and planning are governed by the Code of urban 

planning. 

■ Concession contracts for civil engineering are governed by the provisions of Order No. 2009-864 

dated 15 July 2009. 

According to Section 1 of this Order, “public works cessions” are 

defined as “administrative contracts the purpose of which is the carrying out of constructions- or civil 

engineering-related works by an approved public utility operator, in consideration for the right to 

operate the public utility or such right together with payment.” 

The conclusion of any procurement contract falling within the scope of the foregoing rules and 

regulations must at all times observe the rules of publication and transparency. ⅶ) 

 

2 万ユーロを下回る調達は、公告手続き不要。 

2009 年 1 月現在、VAT を除いて 

■ 工事については、484.5 万ユーロ 

■ 国の物品又はサービスについては、12.5 万ユーロ 

■ 地方政府の物品又はサービスいついては、19.3万ユーロの EU基準以上の調達については、

公式手続きを経ることが必要。 

上記の基準値は EC によって定期的に改定されてきた。 

上記 EU 基準を下回る調達については、適応方式（adapted procedure）による。 

Under €20,000, public entities may conclude a procurement contract without need for a publication of a 

contract notice and dialogue or negotiation. 

As of January 1st, 2009, the contracting entities must go through a formalised procedure when the 

following amounts are involved (VAT excluded): 

■ €4,845,000 for works contracts; 

■ €125,000 for the State’s supply contracts or for the state’s service contracts; and 

■ €193,000 for the local entities’ supply contracts or service contracts. 

It should be noted that the applicable thresholds are revised on a regular basis by the EC authorities. 

Below these European thresholds, the State and its local entities may conclude procurements through 

adapted procedures with limited rules of publication. ⅶ) 
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c)イタリア 

その法は、公法よって規定される他の団体と同様に、イタリア政府または全ての自治体（ま

たは自治体によって委設立された団体）に適用している。 

The Code applies to the State, any regional or local authorities (or associations formed by local 

authorities) as well as any other bodies governed by public law. ⅶ) 

 

基本的に５つのタイプの民間団体が、法に規定されている。 

(ⅰ)工業的、商業的な性格を有していない民間、いわゆる「公法によって規定される団体（bodies 

governed by public law）」で、(a)公共の利益を目的として設立された団体、(b)完全にあるいは大

部分を国または地方政府、地方自治体によって出資された団体、(c)これらの機関の管理監督下

にある団体、または(d)管理、経営、監督の判断を有し、半数以上の職員が国、地方政府、地方

自治体、あるいは公法の適用を受ける他の団体から指名されている団体。 

(ⅱ)公共施設サービスを提供する半官半民団体（public-private） 

(ⅲ)サービス、工事の事業権所有者 

(ⅳ) implementing the Directive 2004/17/EC Part III に規定された公益事業を行う（所管官庁に認

定された）特別なまたは独占的な権利に基づいて運営を行う民間企業  

(ⅴ)(ⅳ)以上で示した活動に従事する「公的事業者（public undertakings）」。「公的事業者（public 

undertakings）」とは、公的団体が法 Article 3.28 で規定よりも大きく影響力を行使できる事業者

を指す。 

Basically, five types of private entities are subject to the provisions of the Code: 

(i) the so-called “bodies governed by public law” meaning any private entity without an industrial or 

commercial character that: (a) is established for a public purpose; (b) is wholly or substantially 

financed by the State, a local or regional authority, or another public authority; (c) is subject to 

management supervision by such bodies; and/or (d) has an administrative, managerial or supervisory 

body, more than half of whose members have been appointed by the State, a local or regional 

authority or another body governed by public law; 

(ii) public-private companies rendering public facilities services; 

(iii) concessionaries of services and works; 

(iv) private entities which operate on the basis of “special or exclusive” rights (granted by a competent 

authority) in any of the utility activities as specified in Part III of the Code, (implementing the 

Directive 2004/17/EC); and 

(v) public undertakings engaged in the same activities as indicated under (iv) above. A public 

undertaking is an undertaking over which a public entity exercises a dominant influence as better 

specified in Article 3.28 of the Code. ⅶ) 

 

 上記のとおり（question 1.1 参照）、法は公共工事契約や公共物品供与契約、サービス提供契

約にも効力が及ぶ。それらの契約を規定する法は、私法と一致するものではない。基本的に政
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府の工事、物品、サービス提供に関係するどの契約も、金額にかかわらず法に規定される。 

 要するに、「工事契約」とは、公共建築に関する契約や土木工事に関する契約(解体（demolition）、

据付（installation）、完成（building completion work）を含む)である。「物品契約」とは、購入ま

たは雇用、物品の据付の契約のことである。「サービス提供の契約」は「Annex A」と「Annex B」

に分類される（前者のみは法に完全に規定されている）。コンセッション方式については別扱

いである。（質問 2.6 を参照） 

As mentioned above (see question 1.1) the Code covers public works contracts, public supply contracts 

and public service contracts, as defined by the Code. It must be stressed that the definitions provided by 

the Code for each type of such contracts do not coincide with the definitions given by civil law. 

Basically, any type of contract through which the awarding authority obtains works, services or goods, 

irrespective of its denomination, is subject to the provisions of the Code. 

In brief, “works contracts” are contracts for general building and civil engineering works (including 

demolition, installation and building completion work). “Supply contracts” are contracts for the 

purchase or hire and for the installation of goods. “Service contracts” are contracts for the rendering of 

services. The service contracts are divided into “Annex A” and “Annex B” contracts (only the former 

being subject to the entire set of provisions of the Code). Concession contracts are treated differently 

(see below, under question 2.6). ⅶ) 

 

 上述のとおり、法の規定は部分的には異なるルールでありながらも、EC 基準値にかかわら

ず、契約にまで及ぶ。 

 基本的に、EC 基準値よりも高い場合の契約について規定される手続きのルールは、EU の対

象者であれば手続きに参加できるという規定によって特徴づけられている一方で、基準値より

も低い場合においては国内競争となる。両者の基本的な違いは、入札の公告の仕方であり、こ

れは、前者は OJEU に基づいて行われ、後者については GURI に基づいて行われる。 

 全国レベルの契約に関しては、一定基準（工事で€40,000、物品またはサービスで€20,000）

以下において、法は手続きに関していかなる特別な規定を設けていない。 

As mentioned above, the discipline provided by the Code covers contracts both above and below EC 

thresholds, although providing partially different sets of rules for each category. 

Basically, while the procedural rules provided for contracts above EC thresholds are characterised by a 

discipline aimed at allowing any EU subject to participate in the procedure, below such threshold the 

regime is tailored on domestic competition and the fundamental difference is the way the call for tender 

will be given publicity, which is, in the first case, by publishing it on the OJEU and, in the second case, 

in the so-called GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). 

As far as contracts at national level are concerned, it is also worth mentioning that below a certain 

threshold (Euro 40,000 for works contract; Euro 20,000 for supply and service contracts) the Code does 

not provide for any specific rules concerning awarding procedure. ⅶ) 

 

 2 つのタイプのコンセッション契約について考慮しなければならない。 
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 コンセッション契約は公共事業の分野でなされる。そのような場合、コンセッション方式は

法の中で明確に規定される。つまり、この種のコンセッションは工事契約とみなされる。この

工事契約は、工事実施の対価を現金で支払う代わりに、一定期間において、インフラを管理す

る権利が与えられるものである。 

しかしながら、法はサービス契約については適用されない。サービスのコンセッションは、

公共サービス契約と同じタイプの契約である。ただし、利己目的でサービスを利用する場合や

支払いが伴う場合を除く。（第 30 章参照） 

Two types of concession contracts must be considered. 

The concession contracts granted in the field of public works. In such case, concessions fall within the 

scope of the Code that expressly regulates them. In brief, this kind of concession can be considered as a 

works contract characterised by the fact that, instead of receiving a cash consideration for the works 

performed, the contractor is fully or partially granted the right to manage the infrastructure for a certain 

period of time. 

On the contrary, the Code does not apply to services concessions. ‘Service concession’ is a contract of 

the same type as a public service contract except for the fact that the consideration for the provision of 

services consists either solely in the right to exploit the service or in this right together with payment. 

The Code, however, provides that also such contracts have to be awarded in accordance with the general 

principles of transparency, non-discrimination, equal treatment and proportionality (see Article 30). ⅶ) 

 

d)イギリス  

The Regulations により EU 公共調達指令が実施され、その結果、これらの指令によって対象

団体が規定される（第 1 章参照）。この問題について判断を下すことはできない（おそらく英

国商務局（OGC）（調達に関する方針や実務に関する責任を有する政府機関）の非公式な助言

をのぞいては）。簡単に言えば、the Public Contracts Regulations 2006 が政府及び自治体、公法に

規定される団体、以上の団体あるいはそれら複数の団体によって設立された協会に適用される

（ただし、the Utilities Contracts Regulations 2006 に規定される契約をのぞく）。The Utilities 

Contracts Regulations 2006は、the Public Contracts Regulations 2006に規定される団体に適用され、

さらには公共事業（すなわち政府の影響力がある事業）や一定の民間団体にも適用された。す

べての場合において、政府や団体は、公共事業部門を実施し、公共事業に関する契約について

決定している。 

The Regulations implement the EU public procurement Directives and accordingly entity coverage is 

as required by those Directives (see Chapter 1 on the EU public procurement rules). It is not possible to 

obtain a ruling on this issue (except perhaps informal guidance from the Office of Government 

Commerce (OGC) (the UK government body with responsibility for procurement policy and practice)). 

In summary, the Public Contracts Regulations 2006 apply to the state, regional or local authorities, 

bodies governed by public law and associations formed by one or several of such authorities or bodies 

(unless the contract is covered by the Utilities Contracts Regulations 2006). The Utilities Contracts 

Regulations 2006 apply to the entities covered by the Public Contracts Regulations 2006 and also to 
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public undertakings (i.e. undertakings over which the state exercises a “dominant influence”) and to 

certain private entities (see below). In all cases, the authority, undertaking or entity must be operating in 

a utility sector and be awarding a contract in relation to its utility activity.ⅳ) 

 

The Regulations により EU 公共調達指令が実施され、その結果、これらの指令によって対象

団体が定められる（第 1 章参照）。この問題について判断を下すことはできない（おそらく英

国商務局（OGC）（調達に関する方針や実務に関する責任を有する政府機関）の非公式な助言

をのぞいては）。 

EU の取り決めに従って、民間団体は限られた状況のみにおいて the Regulations が適用される。

もっとも良い例として、コンセッション方式の工事（the Public Contracts Regulations 2006 に規

定される場合のみ）や所管官庁によって認定された「特別な」権利に基づいて事業を行う民間

団体（the Utilities Contracts Regulations 2006）である。また、助成金により実施される工事にお

いては、助成額の決定を行った公的団体は、助成先の団体に対して、あたかも公的団体のよう

に the Regulations に従うように命じなければならない。この規定は、The National Lottery in the 

UK によって出資される多くのプロジェクトにおいても適用される。 

The Regulations implement the EU public procurement Directives and accordingly entity coverage is 

as required by those Directives (see Chapter 1 on the EU public procurement rules). It is not possible to 

obtain a ruling on this issue (except perhaps informal guidance from the OGC). 

In accordance with the EU rules, private entities are covered by the Regulations only in limited 

circumstances. The most important examples are works concessionaires (under the Public Contracts 

Regulations 2006 only) and (under the Utilities Contracts Regulations 2006) private entities which 

operate on the basis of “special or exclusive” rights granted by a competent authority. To be covered, 

such a private entity must be operating in a utility sector and be awarding a contract in relation to its 

utility activity. In addition, for some subsidised works contracts the public authority awarding the grant 

is obliged to require the subsidised body to comply with the Regulations as if it were a public authority. 

This provision has been applied in relation to many projects funded by The National Lottery in the 

UK. ⅳ) 

 

The Regulations により EU 公共調達指令が実施され、その結果、これらの指令によって対象

団体が定められる。（第 1 章参照） 

簡単に言えば、どのような契約も、工事、物品、サービスに分類される。「工事契約」とは、

公共建築や土木工事(解体（demolition）、据付（installation）、完成（building completion）を含む)

に関する契約を指す（「contractor」によって実施される）。「物品供与契約」とは、購入、雇用、

設置、搬入（「supplier」によって実施される）に関する契約を指す。「サービス契約」は、サー

ビス提供のための契約であり（「cervices provider」によって実施される）、「Part A 契約」と「Part 

B 契約」に分類される（前者は規定の団体に適用される）。コンセッション方式の契約は、別

に定められている(以下参照)。 

The Regulations implement the EU public procurement Directives and accordingly contract coverage 
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is as required by those Directives (see Chapter 1 on the EU public procurement rules). 

In summary, any particular contract needs to be classified as one for works, supplies or services. “Works 

contracts” are contracts (carried out by a “contractor”) for general building and civil engineering works 

(including demolition, installation and building completion work). “Supply contracts” are contracts 

(carried out by a “supplier”) for the purchase or hire and for the siting and installation of goods. 

“Service contracts” are contracts (carried out by a “services provider”) for services and are divided into 

“Part A” and “Part B” contracts (with only the former being subject to the entirety of the rules). 

Concession contracts are subject to special treatment (see below). ⅳ) 

 

The Regulations は（付加価値税を除いた）契約金額によって基準値が当てはめられる。2 年

毎に改訂され複雑であるが、2010 年 1 月 1 日現在の基準は以下の通り。 

The Regulations apply where the estimated value of the contract in question (net of VAT) is above the 

relevant threshold value. These are complicated (and change every two years) but, broadly, from 1 

January 2010 are as follows: 

 

EU 公共調達指令に従い「コンセッション契約」は the Regulations の下で特別な扱いを受け

る。一般的に「コンセッション」という専門用語は多くの形式の契約を取るが、EU の公共調

達規則の中では、限定された形式の契約を意味する（the EU public procurement rules 第 1 章参照）。

コンセッション方式の契約は通常の契約とは区別される。つまり、事業権所有者は、建設やサ
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ービスの提供の請負代金の対価（の一部あるいは全体）として、建設やサービスを独占的に行

う権利を付与されている。サービスのコンセッション契約は the Regulations の適用範囲外であ

る。the Public Contracts Regulations 2006 では、コンセッション方式工事契約やコンセッション

実施者の工事副契約書について特別な規定を設けている。the Regulations は、コンセッション

方式の公共工事で基準額（￡3,927,260）以上のみに適用される。 

つまり、英国で通常行われる工事プロジェクトのように、通行料を徴収する橋や道路など非

常に大きなインフラ・プロジェクトは、the Regulations の適用範囲内である（特定の状況に限

られるが）。the Utilities Contracts Regulations 2006 においては、扱いが異なっている。つまり、

工事とサービスのコンセッション契約は完全に除外されている。しかしながら、どのような場

合においても TFEU の基本理念には適合しなければならない（EU public procurement rules 第一

章参照）。 

コンセッション契約に関する調達の規制は近年、見直されて、コンセッション方式による調

達制度は、将来的に工事やサービスにも及ぶことが予想されている。EU 指令改定委員会が 2011

年に開催される見込みである。 

In accordance with the EU public procurement Directives, “concession contracts” are given special 

treatment under the Regulations. Although in general commercial parlance ”concessions” refer to many 

types of contracts, for the purposes of the EU public procurement rules they are contracts of a specific 

type (see further Chapter 1 on the EU public procurement rules). Concession contracts are distinct from 

standard contracts in that the concessionaire is given the right to “exploit” the construction or services 

as a means (in whole or in part) of obtaining payment for having undertaken the construction or the 

delivery of the service. Services concession contracts are excluded from the ambit of the Regulations. 

The Public Contracts Regulations 2006 contain specific rules concerning the award of works concession 

contracts and of works sub-contracts by works concessionaires. The regulations will only apply to 

public works concessions that have an estimated value above the applicable threshold (£3,927,260). 

Therefore, large infrastructure projects such as toll bridges and roads, which are in the UK usually 

works projects (and therefore works concessions where structured as concessions), remain within the 

Regulations (albeit subject to a specific (limited) regime). The position is different under the Utilities 

Contracts Regulations 2006, which completely exclude both works and services concession contracts. 

However, in all cases it remains necessary to consider the application of the general TFEU principles 

(see further Chapter 1 on the EU public procurement rules). 

The regulation of the procurement of concession contracts is currently under review and it is envisaged 

that a future procurement regime for concessions will cover works and services concessions. The EU 

Consultation on the amendment of the EU Directive is expected to commence in 2011. ⅳ) 

 

e)ドイツ 

EU 基準値を上回る場合、ドイツの調達法により EC Directives 2004/17/EC と 2004/18/EC が実

施され、すなわち EC 法に定めるところの範囲が適用される。全ヨーロッパの原則に基づく契

約締結の義務は連邦、自治体に適用される。また、これらにより設立された団体で、公法や私
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法によって規定される団体により公共の工事が実質的に公共機関の資金や管理のもとで行わ

れる場合も適用される。加えて、公益事業については、EC 指令 2004/17/EC が適用される。 

EU 基準値を下回る場合、連邦、自治体は公共調達規則（the public procurement rules）が適用

される。 

Above the EU threshold values, German procurement law implement the EC Directives 2004/17/EC 

and 2004/18/EC and thus provides coverage as required by EC law.  The obligation to award contracts 

on a pan-European basis, applies to state, regional or local authorities, and associations formed by one 

or several of such authorities of bodies governed by public or private law, if a public task is fulfilled by 

such bodies while being substantially financed and/or governed by public authorities.  In addition, 

utilities are covered according to EC Directive 2004/17/EC. 

Under German law it is possible to obtain a ruling on this issue by German award review bodies. 

Below the EU-threshold values, only state, regional or local authorities are subject to the public 

procurement rules applying there. ⅳ) 

 

 課題 2.1 で言及されているとおり、the EC public procurement Directives ドイツの法律により実

施されており、EC procurement law の対象となっている民間団体に対してもこの指令に基づい

て適用されている。ドイツの発注調査機関でこの問題を解決することが可能である 

 EU 基準値を上回る場合における、ドイツの調達法制度によって規定される民間団体は次の

通り。 

■工事（公益事業をのぞく）におけるコンセッション実施者 

■公益事業を行い、所管官庁に特定の権利を付与されている民間団体 

■工事契約で助成金を受けている民間団体、あるいは、独立の民間団体であるが公的団体より

50％以上の助成金を支給されている工事を請け負っているもの。 

もし、助成金が支払われていれば、すべての民間団体は、基準値にかかわらず公共調達法（public 

procurement law）に従わなければならない。 

As mentioned under question 2.1, the EC public procurement Directives are fully implemented into 

German law and thus cover those private entities, which are subject to EC procurement law under the 

Directives.  It is possible to obtain a ruling on this issue by German award review bodies. 

Private entities, which are covered by the German procurement legal regime above the EU-threshold 

values are: 

■ works concessionaires (except for utilities); 

■ private entities, operating in the utilities sector, having been granted “special or exclusive” rights 

by a competent authority; and 

■ private entities awarding works contracts or independent contractor services for works being 

subsidised with more than 50% by public authorities. 

Regardless of threshold values, all private entities have to observe public procurement law, if a grant is 

awarded with regard to the subsidised money. ⅳ) 
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 ドイツ公共調達法の下では、契約の対象は、the EC procurement Directives で規定される対象

にまで及ぶ。 

■コンセッション方式を含む公共建築や土木工事に関する工事契約 

■調達、雇用、物品の据付、搬入に関する物品契約 

■EC public procurement Directive の別冊Ⅱで規定される「Part A 契約」と「Part B 契約」に分類

されるサービス契約 

Under German public procurement law, contracts coverage extends to the coverage as required by the 

EC procurement Directives: 

■ works contracts for general building and civil engineering works, including concession contracts; 

■ supply contracts for the purchase or hire and for siting and installation of goods; and 

■ service contracts for services as lined out by “Part A” and “Part B” contracts in accordance with 

Annex II according to EC public procurement Directive. ⅳ) 

 

上述の通り、（付加価値税を除いた）基準値は、2 年おきに改訂されるが、2010 年 1 月 1 日現

在では次の通り、 

■工事については€4,845,000 

■物品、サービスについては€193,000 

■治水、エネルギー、鉄道（utilities）に関する物品、サービスについては€387,000 

■連邦機関の上位レベルで実施される物品、サービスについては€125,000 

As noted above, the relevant threshold values (without VAT), which are subject to revision every 2 

years, as of January 1, 2010 are as follows: 

■ for works contracts: EUR 4,845,000.00; 

■ for supply and service contracts: EUR 193,000.00; 

■ for supply and service contracts in the sectors of water, energy and transport (utilities): EUR 

387,000.00; and 

■ for supply and service contracts entered into by supreme and superior level federal agencies: EUR 

125,000.00. ⅳ) 

 

EC 調達指令に従い、工事コンセッション契約（utilities を除く）はドイツの公共調達制度に

基づいて行われるが、一方でサービス・コンセッション契約は適用外である。EC 指令に基づ

いて、工事コンセッション契約は「契約する事業者と請負者（工事権所有者）の間で締結され

る工事契約であり、必要に応じて建設工事の対価が支払いや固定価格を有する建設工事実施権

とされる契約」と定義される。このようなタイプの契約は、PPP 方式で行うインフラ整備に適

用され、たとえば自動車専用道路の「A-models」や有料の橋や道路の「F-models」がある。 

工事コンセッションは、特別な規則である VOB/A に基づいて行われるが、限られた数の規

則のみが適用される。 

しかしながら、工事コンセッションは、サービス・コンセッションと同じく EC 条約に基づ

き実施される。そこでは透明性が十分に確保されることが求められている。透明性は、全ヨー
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ロッパ入札公告によって担保されている。 

In accordance with the EC procurement Directives, works concession contracts are subject to the 

German public procurement regime (except for utilities), while service concession contracts are not.  

Pursuant to the EC Directives, works concession contracts are defined as “works contracts between a 

contracting entity and a contractor (works concessionaire), in which the consideration for the 

construction work shall consist of the right to use the building works - instead of a remuneration - 

together with the payment or a fixed price, if necessary”.  These types of contracts specifically apply to 

PPP-infrastructure projects such as the so-called “A-models” for German motorways and “F-models” 

for toll bridges and roads. 

Works concessions are subject to specific rules under the VOB/A, stating that the award of such contract 

is subject to only a limited number of rules of the VOB/A. 

However, the award of works concessions as well as service concessions are subject to the general 

principles of the EC Treaty (see above question 1.3), which requires sufficient transparency in particular, 

which is usually ensured by a pan-European tender notice. ⅳ) 

 

f)アメリカ 

すべての連邦の「執行機関」は、FAR の適用を受ける（1.101 条、2.101 条参照）。しかしな

がら、連邦航空局（Federal Aviation Administration）や米国郵政公社（U.S. Postal Service）、テネ

シー峡谷開発公社（Tennessee Valley Authority）などの連邦機関、政府出資団体（たとえば、フ

ァニー・メイ（Fannie Mae）やフレディ・マック（Freddie Mac）（ともに住宅投資機関））、公社

（たとえば、連邦預金保険公社（Federal Deposit Insurance Corporation））等においては FAR が

適用されず、代わりに FAR に類似する独自の調達規則を公表している。 

WTO 多国間政府調達協定により規定される連邦機関は、『多国間政府調達協定付属書Ⅰ 

合衆国別表Ⅰ（2004 年 10 月 1 日）』に登録されている。上述の通り、いくつかの団体は、他の

団体が適用を受ける調達法から免除されている。 

All federal “executive agencies” are covered by the FAR.  See FAR 1.101, 2.101.  However, several 

federal agencies, such as the Federal Aviation Administration, the U.S. Postal Service, the Tennessee 

Valley Authority, various government-sponsored enterprises (e.g., Fannie Mae, Freddie Mac), and 

certain federal corporations (e.g., the Federal Deposit Insurance Corporation), are not subject to the 

FAR and, instead, promulgate their own acquisition rules and procedures that are generally similar to 

those contained in the FAR. 

The federal agencies covered by the WTO GPA are listed in GPA Appendix I, United States Annex 1 

(Oct. 1, 2004).  As noted above, some of those agencies may be exempt from certain procurement laws 

that otherwise are applicable to “executive agency” procurement. ⅳ) 

 

請負業者であっても、下請業者であっても、ベンダーであっても、連邦政府とともに事業を

行う民間企業は、政府調達の法律や規制、その他条文が適用される。たとえば虚偽請求取締法

（civil False Claims Act.）がある。特に FAR の PART44 においては、元請人の活動や下請人や



50 
 

ベンダーに対する扱いについて規定している。 

Any private entity doing business with the federal government, either directly or indirectly, as a prime 

contractor, subcontractor, or vendor is subject to federal procurement laws and regulations and other 

laws, such as the civil False Claims Act.  FAR Part 44 specifically governs the activities of federal 

prime contractors and their dealings with subcontractors and vendors. ⅳ) 

 

FAR とその下部機関である FAR Supplements は、政府による政府のための物品又はサービス

(建設を含む)の調達を規制している。 

The FAR and the subordinate agency FAR Supplements cover all acquisitions by contract of supplies 

or services (including construction) by and for the use of the federal government.ⅳ) 

 

FAR の第 25.4 節においては「貿易協定」について言及され、そこでは、WTO 多国間政府調

達協定に適合させる規定について例外も含めて説明がなされている。FAR の 25.402 条によれ

ば、調達価格が WTO 多国間政府調達協定に関する要件を決めることになる。これらの価格は

2 年毎に改定される。最近の基準値は、物品契約とサービス契約について$203,000 であり、建

設契約について$7,804,000 となっている。GPA/W/309/Add.1 参照（2009 年 12 月 17 日）。 

FAR に基づいて特化した扱いや手続きを行うための基準もある。FAR の PART 13 には、連

邦政府が緊急または経済的に限られた業務において物品やサービスを購入する際に導入する

簡略化ルールがある。最近の簡略化された購入基準額（2010 年 10 月 1 日施行）は、$150,000

である。FAR の PART 19 においては、$150,000 以下の契約は、小業務（small businesses）と

して位置づけられている。 

FAR Subpart 25.4 concerns “Trade Agreements” and sets forth the rules for applying the WTO GPA to 

federal procurement, including certain exceptions.  Under FAR 25.402, the value of the acquisition is 

the determining factor with respect to applicability of the WTO GPA to federal procurement contracts.  

These values are adjusted approximately every two years.  The current threshold values for federal 

procurements are $203,000 for contracts for goods and services and $7,804,000 for construction 

contracts.  See GPA/W/309/Add.1 (Dec. 17, 2009). 

There are also certain dollar thresholds that trigger specialised treatment or procedures under the FAR.  

FAR Part 13 includes simplified rules that allow federal agencies to buy products or services more 

quickly, more economically, and with a focus on small businesses.  The current simplified acquisition 

threshold is $150,000, effective October 1, 2010.  Under FAR Part 19, contracts under $150,000 are 

required to be set aside for small businesses. ⅳ) 

 

３． 手続き 

a)ＥＵ 

① 公開入札（Open procedure）ⅳ) 

関心を持つ全ての業者が入札に参加できる手続き。viii) 

② 選択入札（Restricted procedure）ⅳ) 
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全ての業者が参加希望を出せるが、発注機関から招請された業者のみが入札に参加できる手続

き。ⅷ 

③ 交渉方式（Negotiated procedure）ⅳ) 

発注機関が業者を選択し、その内の１つ又は複数の業者と契約の条件について交渉する手続き。

ⅷ 

④ 競争的対話（Competitive dialogue procedure）ⅳ) 

全ての業者が参加希望を出せるが、発注機関は参加を認める業者と対話を行い、要求を満たし

得る一つ以上の代替案を作成し、この代替案に基づいて選択された業者が入札に要請される手

続き。要求される技術の定義が困難、プロジェクトの法令や事業費を特定できない“特に複雑

な”要件のものに適用され、最も経済的に有利な提案を選定する必要がある。ⅷ 

 

入札にあたっての評価は、発注機関にとって最も経済的に有利な入札書、あるいは最低価格

のみで行う。経済的に最も有利であることは、例えば、品質、価格、技術的利点、景観、機能、

環境、管理費、価格効果、アフターサービス、技術援助、工期等である（第 53 条 1 項）。発注

者は、公示において、評価項目とその重み付けを公表しなければならない。重み付けの確定が

困難な場合には、その範囲、あるいは重要度の順番のみでもよい（第 53 条 2 項）。また、異常

に低い入札額の場合には、発注機関は書面で説明を求める（第 55 条）とされている。ⅷ 

 

b)フランスⅶ) 

① 提案募集方式（adapted procedure） 

 公開式又は制限式 

(落札基準：経済的に最も有利な者） 

② 適応方式（call for tenders） 

 限定的な公告手続きによる 

③ 競争的対話方式（competitive dialogue） 

 特に複雑と考えられる契約に対して適用する制限的方式 

④ 交渉方式（negotiated procedure） 

 特定の調達に限られる 

⑤ 設計施工契約方式（procedure specific to design and construction contracts） 

 公開式又は制限式 

 大規模な事業ないしは特に法的又は技術的に困難な事業 

⑥ 設計競技（design contest） 

 地域開発、都市開発、建築、データ処理等 

 

c)イタリアⅶ) 

① 公開入札（open procedure） 

② 選択入札（restricted procedure） 

③ 交渉方式（negotiated procedure） 
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 公開又は非公開 

d)イギリスⅳ) 

① 公開方式（open procedure） 

② 選択方式（restricted procedure） 

③ 交渉方式（negotiated procedure） 

 公開又は非公開 

④ 競争的対話方式（competitive dialogue procedure） 

落札基準は、“最も経済的に有利な札（most economically advantageous tender, MEAT）”又は“最

低価格（lowest price）”のどちらかを選択することができるが、英国政府の方針は、最低価格

方式よりも、MEAT すなわち“費用に対する価値（value for money）”の原則によることを基本

としている。 

 

e)ドイツⅳ) 

① 公開方式（open procedure） 

② 選択方式（restricted procedure） 

③ 交渉方式（negotiated procedure） 

 公開又は非公開 

④ 競争的対話方式（competitive dialogue）（公益事業を除く） 

 

f)アメリカ 

FAR の下で、連邦調達に関する多くの手続きがある。その手続きは調達の性質に依存し、調

達される物品やサービスのタイプや調達機関に依存する。FAR の小区分 6.4 によれば、ほとん

どの調達において、封印入札手続（sealed bidding procedure）または提案競争（competitive 

proposals）を活用できる。調達機関は、調達手続きの選択について相当な裁量が与えられてい

る。各調達機関で活用されている調達手続の詳細情報は、Federal Procurement Data System から

入手できる。 

調達手続で最も一般的なものは、交渉調達（negotiated procurement）（または提案競争

（competitive proposal））である。この手続きの下、入札者は調達機関の要求（RFP）または依

頼に応じて、調達機関に対して提案を提出する（FAR Part 15 参照）。調達機関は提案の評価を

行い、RFP の評価の枠組みに照らして、技術的に受け入れられる提案で、政府にとって最も価

値のある又は最も低い価格を提案した入札者を特定する。提案を求めるときに、調達機関には、

価格又はコストや他の要因（技術的なメリットや過去の実績）についての重要度をランク付け

する裁量がある。 

封印入札手続（sealed bidding procedure）はあまり連邦調達では用いられない。 

封印入札手続きは、時間がある場合や価格又は価格に関わる要因が契約決定者の理由となる場

合、あるいは入札者との交渉が不要である場合にしか用いられない。 

 調達手続きに関する他の形式としては、General Services Administration Federal Supply Schedule 

(“GSA Schedule”)契約（FAR Subpart 8.4 参照）や、市販品やサービスの購入(FAR Part 12 参照)、
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簡易調達基準（$150,000）を超えない物品、市販品、サービスの調達(FAR Part 13 参照)、IDIQ

方式による契約などがある。 

There are numerous procedures under the FAR for federal procurement depending upon the nature of 

the procurement, the type of goods or services being procured, and the procuring agency.  Under FAR 

Subpart 6.4, agencies may utilise either a sealed bidding procedure or competitive proposals in most 

procurements.  Agencies have substantial discretion to choose a particular procurement procedure.  

Detailed statistical information concerning the procurement procedures utilised by each agency is 

available through the Federal Procurement Data System, at http://www.fpds.gov. 

By far the most common type of procurement procedure is negotiated (or competitive proposal) 

procurement.  Under this procedure (see FAR Part 15), tenderers submit their best proposals to the 

procuring agency in response to the agency’s request for proposals (“RFP”) or solicitation.  The 

procuring agency then evaluates these proposals and makes an award to the tenderer submitting the 

proposal that the agency deems as either the “best value” to the government or the lowest-priced, 

technically acceptable proposal, depending on the RFP’s evaluation scheme.  The procuring agency 

has discretion to rank the importance of cost or price and other evaluation factors (such as technical 

merit or past performance) when soliciting proposals.  

The sealed bidding procedure (see FAR Part 14) is not often used in federal procurement.  Sealed 

bidding may be used only when time permits, when price and price-related factors will be the basis for 

the award, and when discussions with tenderers will be unnecessary. 

Other types of procurement procedures include:  General Services Administration Federal Supply 

Schedule (“GSA Schedule”) contracts (see FAR Subpart 8.4); acquisition of commercial items or 

services (see FAR Part 12); simplified acquisition procedures for supplies, services, and commercial 

items that do not exceed the simplified acquisition threshold (currently $150,000) (see FAR Part 13); 

and individual task and delivery order competitions under multiple award 

indefinite-quantity/indefinite-delivery (“IDIQ”) contracts (see FAR Subpart 16.5), under which the 

government places orders for individual requirements. ⅳ) 
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参考２：わが国既存法令における公共事業調達に係る条項の抜粋 

(１)「財政法」 

財政法（昭和二十二年三月三十一日法律第三十四号） 

（最終改正：平成一四年一二月一三日法律第一五二号） 

第十一条  国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。  

第十二条  各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければなら

ない。  

 

(２) 「会計法」と「予算決算及び会計令」 

会計法（昭和二十二年三月三十一日法律第三十五号） 

（最終改正：平成一八年六月七日法律第五三号） 

予算決算及び会計令（昭和二十二年四月三十日勅令第百六十五号） 

（最終改正：平成二三年三月三一日政令第九二号） 

 

第十二条  各省各庁の長は、財政法第三十一条第一項 の規定により配賦された歳出予算、継

続費又は国庫債務負担行為のうち、同法第三十四条の二第一項 に規定する経費に係るもの

に基いて支出負担行為をなすには、同項の規定により承認された支出負担行為の実施計画

に定める金額を超えてはならない。  

第二十九条の三  契約担当官及び支出負担行為担当官（以下「契約担当官等」という。）は、

売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項及び第四項に規定する

場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。  

２  前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他同項の競争に

ついて必要な事項は、政令でこれを定める。  

３  契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要がな

い場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めると

ころにより、指名競争に付するものとする。  

４  契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができ

ない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところ

により、随意契約によるものとする。  

５  契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び

第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約に

よることができる。  

第二十九条の六  契約担当官等は、競争に付する場合においては、政令の定めるところによ

り、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みを

した者を契約の相手方とするものとする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち政令

で定めるものについて、相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者によ

り当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者

と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当
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であると認められるときは、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格

をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を当該契約の相手

方とすることができる。  

２  国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性

質又は目的から前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、政令の

定めるところにより、価格及びその他の条件が国にとつて最も有利なもの（同項ただし書

の場合にあつては、次に有利なもの）をもつて申込みをした者を契約の相手方とすること

ができる。  

予算決算及び会計令 

（予定価格の作成）  

第七十九条  契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格（第九十一条第一項の競争にあつては

交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とし、同条第二項の競争にあつては財務大臣の定める

ものとする。以下次条第一項において同じ。）を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、

その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開

札場所に置かなければならない。  

（予定価格の決定方法）  

第八十条  予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、

一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価につい

てその予定価格を定めることができる。  

２  予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、

数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。  

第二十九条の十一  契約担当官等は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場

合においては、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行

を確保するため必要な監督をしなければならない。  

２  契約担当官等は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、

政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認（給

付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済

部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため必要な検査をしなければならない。  

予算決算及び会計令 

（監督の方法）  

第百一条の三  会計法第二十九条の十一第一項に規定する工事又は製造その他についての請負契約の適

正な履行を確保するため必要な監督（以下本節において「監督」という。）は、契約担当官等が、自

ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によつて行なうものとする。  

（検査の方法）  

第百一条の四  会計法第二十九条の十一第二項 に規定する工事若しくは製造その他についての請負契

約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う

必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）を
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するため必要な検査（以下本節において「検査」という。）は、契約担当官等が、自ら又は補助者に

命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行なうものとする。  

（監督及び検査の委託）  

第百一条の八  契約担当官等は、会計法第二十九条の十一第五項 の規定により、特に専門的な知識又は

技能を必要とすることその他の理由により国の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であ

り又は適当でないと認められる場合においては、国の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行

なわせることができる。  

 

 

（３）「地方自治法」と「地方自治法施行令」 

地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号） 

（最終改正：平成２３年５月２５日法律第５３号） 

地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号） 

（最終改正：平成２３年５月２７日政令第１５１号） 

 

地方自治法 

（契約の締結）  

第二百三十四条  売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契

約又はせり売りの方法により締結するものとする。  

２  前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限

り、これによることができる。  

３  普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札（以下この条において「競争入札」

という。）に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予

定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とす

るものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定

めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の

価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。  

６  競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随

意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定

める。  

 

地方自治法施行令 

（指名競争入札）  

第百六十七条  地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名競争入札によることができる場合は、

次の各号に掲げる場合とする。  

一  工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないもの

をするとき。  
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二  その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる

程度に少数である契約をするとき。  

三  一般競争入札に付することが不利と認められるとき。  

 

（随意契約） 

第百六十七条の二  地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、

次に掲げる場合とする。  

一、二、三、四 （省略）  

五  緊急の必要により競争入札に付することができないとき。  

六、七 （省略）  

八  競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。  

九  落札者が契約を締結しないとき。  

（２項以下、省略）  

（一般競争入札の参加者の資格）  

第百六十七条の四  普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札

に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。  

（２項、省略）  

第百六十七条の五  普通地方公的団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争

入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販

売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることがで

きる。  

２  普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたとき

は、これを公示しなければならない。  

第百六十七条の五の二  普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合に

おいて、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認める

ときは、前条第一項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はそ

の者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、

当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。  

（一般競争入札の公告）  

第百六十七条の六  普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入

札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければ

ならない。  

（２項、省略）  

（一般競争入札の開札及び再度入札）  

第百六十七条の八  一般競争入札の開札は、第百六十七条の六第一項の規定により公告した入札の場所

において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入

札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。  
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２  入札者は、その提出した入札書（当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）の

書換え、引換え又は撤回をすることができない。  

３  普通地方公共団体の長は、第一項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価

格の制限の範囲内の価格の入札がないとき（第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設

けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき）

は、直ちに、再度の入札をすることができる。  

（一般競争入札のくじによる落札者の決定）  

第百六十七条の九  普通地方公共団体の長は、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるとき

は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該

入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじ

を引かせるものとする。  

（一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合）  

第百六十七条の十  普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負

の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをし

た者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそ

れがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ

れがあつて著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の

価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることが

できる。  

２  普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結し

ようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めると

きは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをし

た者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをし

た者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。  

第百六十七条の十の二  普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の

原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第二

百三十四条第三項本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予

定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共

団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。  

２  普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しよ

うとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契

約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが

公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、同項の規定

にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者

のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者

を落札者とすることができる。  

３  普通地方公共団体の長は、前二項の規定により落札者を決定する一般競争入札（以下「総合評価一

般競争入札」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込
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みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するための基準

（以下「落札者決定基準」という。）を定めなければならない。  

４  普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところによ

り、あらかじめ、学識経験を有する者（次項において「学識経験者」という。）の意見を聴かなけれ

ばならない。  

５  普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に

基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴く

ものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようと

するときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。  

６  普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約について

第百六十七条の六第一項の規定により公告するときは、同項の規定により公告をしなければならない

事項及び同条第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般競争

入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても、公告をしなけ

ればならない。  

（指名競争入札の参加者の資格）  

第百六十七条の十一  第百六十七条の四の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用す

る。  

２  普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格とし

て、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あ

らかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第百六十七条の五第一項に規定する事項を要件とする資格を

定めなければならない。  

３  第百六十七条の五第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。  

（指名競争入札の参加者の指名等）  

第百六十七条の十二  普通地方公共団体の長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、

当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を指

名しなければならない。  

（２項及び３項、省略）  

４  普通地方公共団体の長は、次条において準用する第百六十七条の十の二第一項及び第二項の規定に

より落札者を決定する指名競争入札（以下「総合評価指名競争入札」という。）を行おうとする場合

において、当該契約について第二項の規定により通知をするときは、同項の規定により通知をしなけ

ればならない事項及び前項において準用する第百六十七条の六第二項の規定により明らかにしておか

なければならない事項のほか、総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札

に係る落札者決定基準についても、通知をしなければならない。  

 

地方自治法 

（契約の履行の確保）  

第二百三十四条の二  普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又

は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、
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政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了

の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは

製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため必要な監督又は検査をし

なければならない。  

 

地方自治法施行例 

（監督又は検査の方法）  

第百六十七条の十五  地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督は、立会い、指示その他

の方法によつて行なわなければならない。  

２  地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関

係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）に基づいて行わなければな

らない。  

３  普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、契約の

目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が

生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保され

ると認められるときは、同項の規定による検査の一部を省略することができる。  

４  普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、特に専

門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員によつて監督

又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共団体の

職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。  

 

 

（４）「建設業法」 

建設業法（昭和二十四年五月二十四日法律第百号） 

最終改正：平成二〇年五月二日法律第二八号 

 

（不当に低い請負代金の禁止）  

第十九条の三  注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を

施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約

を締結してはならない。  

（不当な使用資材等の購入強制の禁止）  

第十九条の四  注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その

注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これら

を請負人に購入させて、その利益を害してはならない。  

（発注者に対する勧告）  

第十九条の五  建設業者と請負契約を締結した発注者（私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律 （昭和二十二年法律第五十四号）第二条第一項 に規定する事業者に該当す

るものを除く。）が前二条の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるとき
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は、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必

要な勧告をすることができる。  

（建設工事の見積り等）  

第二十条  建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の

種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行う

よう努めなければならない。  

２  建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間

に、建設工事の見積書を提示しなければならない。  

３  建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する

以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第十九条第一

項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を

提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の

見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。 
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